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食と緑の基本計画2025



食と緑とは

“食”と“緑”ということばが持つイメージは、人によってさまざまですが、
｢食と緑の基本計画2025｣の中では、“食”は食べ物や食生活などを、“緑”は森
林、農地及び木材や花など森林や農地で生産される物などを象徴すること
ばとして使っています。

なお、海や川については、食料となる水産物を生産する場所であることか
ら、“緑”の中に含めています。

また、“農林水産物”ということばは、米や肉、魚などの一次産品だけでなく、
一次産品を用いて生産される加工品も含めた表現として使っています。



食と緑が支える

豊かな｢あいち｣をめざして

愛知県は、750万人余の人口を有し、日本一を誇るモノづくり産業が集積する工業県で
あると同時に、温暖な気候、豊かな水を活かした全国有数の産出額を誇る農業県でありま
す。また、三河山間地を中心とした林業、伊勢湾・三河湾の豊かな漁場に支えられた水産
業も盛んな地域であります。

一方、世界は、新型コロナウイルスの感染拡大、グローバル化やデジタル化の加速度的
な進展などにより、日々刻々と変化し続けています。

このような中、本県の農林水産業を取り巻く情勢は、豚熱やコロナ禍の影響により、ま
すます厳しさを増しており、担い手の確保や生産性の向上、
の理解促進、気候変動への適応など、さまざまな課題に適切に対応していく必要がありま
す。

これらの課題を踏まえ、「食と緑の基本計画2025」では、５つの重点プロジェクトを
設定して、「農業・林業・水産業それぞれの生産力強化」や、「県産農林水産物の需要拡
大と農山漁村の魅力向上」、「農山漁村地域の防災減災対策」に取り組み、持続的に発展
する農林水産業の実現と、農林水産の恵みを共有する社会の実現をめざしてまいります。

さらに、喫緊の課題である新型コロナウイルス対策につきましても、緊急プロジェクト
として位置付け、農林漁業者の経営を支援するための施策と、いわゆる「新しい生活様
式」の下での消費習慣の変化を踏まえた販路の多様化や新規需要の拡大に取り組む施策を
推進してまいります。

県では、計画の達成に向け全力で取り組んでまいりますので、 、それぞれ
の立場で食と緑に関するさまざまな取組を積極的に進めていただきますようお願い申し上
げます。

2020年12月
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本文中の※印が付されたことばについては、冊子末尾の参考資料で“用語
の解説”として五十音順に説明をしています。なお、同一の用語が複数回
登場する場合は、最初にのみ※印を付し、２回目以降は付していません。



（１）｢食と緑の基本計画2025｣の趣旨

私たちの暮らしは、農林水産業の適切
な営みによってもたらされる安全で良質
な食料等の供給と、森林、農地、海及び
川が有する県土や自然環境の保全、水源
のかん養、洪水の防止などの多面的機能※

によって支えられています。

これらの機能を一層発揮させ、安全で
安心できる豊かな暮らしづくりを進める
ため、愛知県では、2004年に、「将来に
わたる安全で良質な食料等の安定的な供
給の確保とその適切な消費及び利用」、
「森林等の有する多面的機能の適切かつ
十分な発揮による安全で良好な生活環境
の確保」の２つを基本理念とする「食と

例」（以下「食と緑の条例」という。）
を施行しました。

この食と緑の条例に基づき、2005年に
「食と緑の基本計画」を策定して以来、
５年ごとに策定する計画のもとで、県は、
農林水産業の振興や多面的機能の維持、

など、様々な施策に取り組み、一定の成
果を上げてきました。

しかしながら、少子高齢化の進行に伴
い、労働力不足が見込まれる中で、これ
まで以上に農林水産業の担い手の確保に
取り組んでいく必要があります。

また、経済のグローバル化が進展する

中、消費生活へのメリットがもたらされ
る一方で、安価な輸入農林水産物の増加
による国内生産への影響が懸念されてお
り、スマート農林水産業など技術革新に
よる生産力の強化がますます重要になっ
ています。

豚熱等の家畜の感染症や新型コロナウ
イルス感染症の流行などは国際社会との
関係性の中で発生した新たな脅威であり、
人々の生活や経済活動に大きな影響を与
えることから、農林漁業の経営上のリス
ク回避に加え、万一発生した際の国内外
の需要の喚起や、消費習慣の変化に対応
していく必要があります。

さらに、気候変動の影響に伴い大型化
した台風、頻発化する短時間豪雨への対
応など、農山漁村の強靭化が求められて
います。

その他、国連が掲げたSDGsの理念を踏
まえて、環境と調和した持続性の高い生
産の推進や農山漁村の維持活性化などと
いった課題への対応も求められます。

「食と緑の基本計画2025」（以下「基
本計画」という。）は、こうした情勢を
踏まえ、
らしづくりをめざして、県として、ある
いは、県が市町村、農林漁業者、農林水

・連携しな
がら取り組む、食と緑に関する施策の基
本的な方針として策定したものです。

食と緑の基本計画2025について第 章
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（２）基本計画の性格

基本計画は、食と緑の条例第７条に基
づいて知事が定める、食と緑に関する県
の施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ための基本的な方針です。

なお、食と緑が支える豊かな暮らしを
実現するためには、県だけでなく、同じ

が身近な農林水産業を見つめ直し、積極
的に関わっていく必要があります。この
基本計画は、
取組の指針となることも期待しています。

また、基本計画は、リニア中央新幹線
の全線開業によりスーパー・メガリージ
ョン※の形成が期待される2040年頃を展望
し、県が重点的に取り組むべき政策を示
した「あいちビジョン2030」（2020年11
月策定）の方向性に沿った計画であり、
国の戦略、計画なども踏まえたものです。

この基本計画に基づき、本県が定める
農林水産分野の個別計画や方針を策定す
るとともに、基本計画の推進にあたって
は、農林水産分野以外の本県の主要な計
画等との連携を図ります。

（３）計画期間

この基本計画の期間は2021年度からの
５年間とし2025年度を目標年度とします。

なお、食と緑をめぐる情勢の変化に的
確に対応し、効率的かつ効果的な施策を
展開するため、基本計画の期間中であっ
ても、必要に応じて見直しを行います。

第１章｜食と緑の基本計画2025について
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(2) 基本計画の性格（3 )計画期間

｢食と緑の基本計画2025｣と諸計画の関係

＜食と緑に関する施策の基本的方針＞

食と緑の基本計画2025

＜重点的に取り組む施策の方向性＞

あいちビジョン 愛知県人口ビジョン･まち･
ひと･しごと創生総合戦略

あいち観光戦略

あいち山村振興ビジョン

愛知県消費者行政推進計画

愛知県地域強靭化計画

愛知県環境基本計画

あいち健康福祉ビジョン

愛知県産業労働計画

東三河振興ビジョン

連携する他部門の計画

経済財政運営と改革の基本
方針

農林水産業・地域の活力創
造ブラン

食料・農業・農村基本計画

森林・林業基本計画

社会資本整備重点計画

総合的なTPP等関連政策大
綱

水産基本計画

国の主な計画等

農林⽔産部門の主な個別計画等

愛知県食育推進計画 愛知県６次産業化推
進戦略

農業経営基盤の強化
の促進に関する基本
方針

愛知県農林水産業の
試験研究基本計画

協同農業普及事業の
実施に関する方針

あいち農山漁村男女
共同参画プラン

愛知県立農業大学校
教育研修基本計画 生産振興計画

愛知県野菜生産振興
方針

愛知県果樹農業振興
計画

愛知県花き振興計画 愛知県酪農・肉用牛
生産近代化計画

愛知県家畜排せつ物
利用促進計画

愛知県栽培漁業基本
計画

愛知県防災重点農業
用ため池防災工事等
推進計画

計画
東三河地域森林計画

あいち木づかいプラン 海上の森保全活用計
画

愛知県緑化基本計画

愛知県都市農業振興
計画

愛知県茶業振興計画

あいち森と緑づくり
事業計画

林業労働力の確保の
促進に関する基本計
画

あいちのICT林業活
性化構想

愛知県漁業振興計画
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（１）食と緑に関わる展望及び現状と課題

我が国は今後、少子高齢化による人口
減少を始め、社会のデジタル化や経済の
グローバル化への対応、地球規模での気
候変動への対策やSDGs等の持続可能な発
展への国際社会の要請などといった様々
な課題を踏まえて取組を進めていく必要
があります。基本計画では、このような
現状を踏まえ、以下に示すような食と緑
に関わる将来（2040年）の展望に基づき、
今後５年間の施策の基本的な方針を定め
ています。

人口減少局面における労働力の確保

少子高齢化の進行により、人口増加を
維持していた本県においても、いよいよ
人口減少局面に突入することが見込まれ
ています。既に生産年齢人口は1995年を
ピークに緩やかに減少を続けており、他
産業との競合を含め、労働力の確保が今
後は一層困難になるものと予測されます。

農林水産業の振興において、人材の確
保・育成は必要不可欠であるため、職業
としての農林水産業の魅力を働きがいや
所得・賃金などの面から総合的に高め、
労働力を呼び込むことが必要となります。

革新的な新技術の社会実装による生産性向上

AI、IoT※、ロボットなどに代表される
技術の革新がもたらす第４次産業革命の
進展により、先端技術をあらゆる産業や
社 会 生 活 に 取 り 入 れ た 新 た な 社 会
「Society 5.0※」の実現が見込まれる中、
農林水産業の分野においても革新的な新
技術の社会実装が急速に進んでいます。

全国有数の農業県であり、充実した森
林資源と豊かな水産資源を有する本県と
しても、生産の高度化・効率化に向け、
各種の先端技術を活用したスマート農林
水産業等生産技術の開発や生産現場への
普及に取り組むことが必要となります。

スマート林業のイメージ

航空レーザ計測データの活用

林道設計への活用

施業計画への活用

食と緑に関わる現状と“めざす姿”第 章
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経済のグローバル化に対抗しうる競争力
の強化

TPP11や日EU・EPA、日米貿易協定な
どの大型の経済連携協定の相次ぐ発効に
より輸入関税の削減・撤廃が進み、畜産
物を中心に、今後、輸入農産物の脅威が
増していくと見込まれます。

国内生産への影響を最小限に抑えるた
め、国際競争力の強化に資する生産基盤
の整備や規模拡大、６次産業化※等による
付加価値の創出などを進めるほか、新型
コロナウイルスの影響による落ち込みか
ら段階的な回復が見込まれるインバウン
ド※需要への対応や海外需要の開拓などに
取り組む必要があります。

脅威を増す感染症への対策

口蹄疫※や高病原性鳥インフルエンザ※、
豚熱などの家畜の感染症はもちろん、新
型コロナウイルス等の人感染症について
も、経済環境の悪化を介して幅広い品目
の経営に影響を与えます。

経済のグローバル化の更なる進行に伴
い、今後も、感染症リスクの拡大が見込
まれることから、万一発生した際の内
需・外需の喚起や生産活動の維持・安定
化に向けた対策などについて、平時から
準備を進めておく必要があります。

基盤整備により生産性が向上した農地

畜産クラスター事業を活用して整備された近代的な
畜産施設（ウインドウレス鶏舎）

豚やいのししが罹患するウイルス性の伝
染病で、強い伝染力と高い致死率を有し、
罹患した豚等は、高熱（41 42℃)、下痢、
体表の紫斑（チアノーゼ）、流産などの
症状を示します。

我が国では1887年（明治20年）に北海道
で初めて発生が確認され養豚産業にとっ

。

1969年のワクチン開発により発生が激減
し、1992年以降発生がなくなりましたが、
2018年９月に岐阜県で26年ぶりに発生し
ました。愛知県でも18例が確認され、47
農場で約6万5千頭を殺処分しました。な
お、2020年9月時点で9県に発生が拡大し
ています。

今般の豚熱は、野生イノシシを介して拡
大しており、農場の対策だけでは限界が
あるため、2019年10月以降、27都県でワ
クチン接種を実施しています。

説解 豚 熱

(１) 食と緑に関わる展望及び現状と課題
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SDGs達成に向けた持続性の高い生産を
推進

2015年9月の国連サミットにおいて採択
されたSDGsの理念は様々な主体が連携し
ながら、具体的な行動を進めていくこと
で、より深まる形で世界的に定着してい
ることが見込まれます。また、SDGs達成
に関連して、国連「家族農業の10年※」に
おいて家族経営の重要性が再確認されて
います。なお、本県は2019年７月に内閣
府から「SDGs未来都市※」として選定さ
れており、農林水産業においても、経
済・社会・環境の三側面における調和の
とれた、活力と持続力を兼ね備えた産業
構造を確立する必要があります。

県産農林水産物の消費拡大と農林水産業
への理解促進

本県は全国有数の農業県ですが、愛知
県版の地産地消の取組である“いいともあ
いち運動”や“花の王国あいち”の認知度は
必ずしも高くなく、生活の中で農林水産
業に触れ合う、いわゆる“農のある暮らし”
の実現も十分ではありません。

SDGsとは、2001年に策定されたミレニ
アム開発目標（MDGs）の後継として、
2015年9月の国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」にて記載された、2030年までに持続
可能でよりよい世界をめざす国際目標で
す。

SDGsの各ゴールの達成に向けた取組とし
て、例えば「２ 飢餓をゼロに」について
は持続可能な農業の推進、「14 海の豊か
さを守ろう」では海洋資源の保全、「15
陸の豊かさも守ろう」では森林や里山林
の整備や循環型林業などが該当します。

持続可能な
開発目標（SDGs）

第２章｜食と緑に関わる現状と“めざす姿”

説解
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消費者と生産現場の乖離や食の多様化
（中食※・外食の普及拡大等）が一層進む
と見込まれる中、県産農林水産物を選択
して消費していただき、また、農林水産
業の重要性を理解してもらえるよう、愛
知の農林水産業のPRや農林漁業体験の機
会の確保、食育の推進などに継続して取
り組む必要があります。

地球温暖化等の気候変動への適応

地球規模での温暖化の進行等により気
象災害の多発や激甚化が進む中、災害発
生による農林水産業や農山漁村への被害、
気温上昇による農作物の生育などへの影
響は看過できないものとなっています。

災害に負けない農山漁村の強靭化に向
けた防災・減災対策、気候変動に適応し
た新たな生産技術の開発などに取り組み、
社会・産業の維持・発展を支える必要が
あります。

(１) 食と緑に関わる展望及び現状と課題

、愛知県の農林水産業の応
援団になってもらい、消費者と生産者が
一緒になって愛知県の農林水産業を支え
ていこうという運動。愛知県産農林水産
物をもっと食べていただきたい、利用し
ていただきたいという､「愛知県版地産地
消の取組」でもあり、いいともあいち運
動のシンボルとして、マークを定めてい
ます。

いいともあいち運動説解

愛知県は1962年から花の産出額が日本一
であり、品目別でも、きく、洋らん、ば
ら、観葉植物は日本一の産出額を誇る
「花の王国」です。

下のシンボルマークは、愛知県が日本一
の花の産地であることを皆さんに知って
いただくために作成したもので、ひげは
葉、王冠は花をイメージした王様の顔と
なっています。

花の王国あいち説解
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農山漁村の維持･活性化に向けた“関係人
口”の創出

我が国全体の少子高齢化や東京圏への
一極集中などにより、三大都市圏にある
本県においても、三河山間地域や知多半

島南部などでは、今後、人口減少が急速
に進むと見込まれます。地域での共助の
必要性が拡大していく一方で、地域コミ
ュニティが衰退し、農山漁村の維持にも
支障をきたすことが懸念されています。

、
将来的には移住も見据えた、居住はせず
とも農山漁村と関わる“関係人口”を創出し、

共助社会の流れを生み出す必要がありま
す。

「関係人口」とは、移住した「定住人
口」でもなく、観光に来た「交流人口」
でもない、地域や地域の人々と多様に関
わる人々のことを指す言葉です。

地方では、人口減少・高齢化により、地
域づくりの担い手不足という課題に直面
していますが、地域によっては若者を中
心に、変化を生み出す人材が地域に入り
始めており、「関係人口」と呼ばれる地
域外の人材が地域づくりの担い手となる
ことが期待されています。

豪雨による山腹崩壊

豪雨による農地の被災状況

大型台風による園芸施設の倒壊

第２章｜食と緑に関わる現状と“めざす姿”

説解 関係人⼝
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（２）今後５年間で特に重視すべき視点

食と緑が支える豊かな暮らしの実現に
向けては、 、総合的な視
点から効果的な対策を積み重ねていく必
要があります。前述の食と緑に関わる社

会情勢の変化や今後の展望を踏まえ、
2021年度から2025年度までの５年間にお
いては、次の２つの視点を特に重視して、
施策の展開を図っていきます。

持続可能な農林⽔産業・農⼭漁村の実現

農林水産業は自然資本に立脚する産業であり、環境と調和した持続的な生産が
重要であることから、｢新しい生活様式※｣やSDGsの達成などの社会的な要請に
対応するためにも、持続可能な農林水産業・農山漁村の実現に必要な施策を
強力に推進します。具体的には農山漁村の維
持・活性化や家族経営など多様な経営体への
支援、環境保全型農業※や循環型林業の推進、
資源管理型漁業の推進、農山漁村地域の防
災・減災対策や多面的機能を発揮する森林・
農地・漁場の保全などの取組を推進し、持続
可能な社会経済の構築を進めます。

視点
2

生産年齢人口が減少する社会においても農林水産物の生産量を維持・向上させ、
安全で良質な食料等の安定的な供給を実現するためには、農林水産業の担い手
をしっかりと確保し、あわせて生産性を向上させることが必要です。スマート
農林水産業等の新技術の導入や経営規模の拡大、生産基盤の整備などにより生
産性を向上させ、効率的な生産に必要な（雇用）労働力の確保を進めることで、
生産効率×人材の乗算で表される“生産力”を高めていきます。
また、農林水産物を購入して支え、
農山漁村を訪れてモノやコトを消費

、本県の農林水産
業を応援し、発展を支える重要な
“人材”であるため、食と緑に対する
理解促進に向けた取組を様々な場面
で進めます。

人材の確保と生産性の向上
視点

１

(２)今後５年間で特に重視すべき視点
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（３） 2025年に“めざす姿”

2040年に向けた展望や食と緑に関わる課題を踏まえ､｢生産現場｣と｢ ｣にお
いて2025年に“めざす姿”を次のように定め、その実現をめざします。

第２章｜食と緑に関わる現状と“めざす姿”

⽣産現場における
”めざす姿”

人⼝減少社会において意欲
ある担い⼿の確保と⽣産性
の向上により、⽣産量の維
持・向上が⾒込める農林⽔
産業の実現をめざすととも
に、新型コロナウイルス感
染症等の不測の事態に対処
し、環境との調和にも配慮
した持続可能な農林⽔産業
の⼀層の普及を図ります。

マーケット・イン※の視点
による付加価値の向上や⽣
産・流通面の改善などによ
り、本県農林⽔産業の存在
感を⾼めるとともに、農林
漁業者の所得向上や労働環
境改善により、県産農林⽔
産物の安定供給の実現をめ
ざします。

持 続 的 に 発 展 す る
農 林 水 産 業 の 実 現
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（３）2025年に“めざす姿”

県⺠の暮らしにおける
”めざす姿”

県⺠が本県農林⽔産業の魅
⼒や重要性を理解し、健全
な食⽣活を実践するととも
に、県産品購⼊や農林漁業
体験を楽しむ「農のある暮
らし」が活発になる社会を
めざします。

自然災害への対策、安全快
適な⽣活環境の確保を進め
るとともに、森林・農地・
漁場の適切な保全・管理が
図られ、農林⽔産業や農山
漁村が有する多面的機能が
十分に発揮される持続可能
な社会をめざします。

農 林 水 産 の 恵 み を
共有する社会の実現

2 0 2 5
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項 目 目標値 現状値

農業産出額 ３,１５０億円 ３,１１５億円
（2014-2018平均）

県産木材生産量 １８.０万 １３.９万 
（2019年）

漁業産出額 ４１０億円 ３９０億円
（2014-2018平均）

県産農林水産物を優先して
購⼊したい県⺠の割合 ２５.０％ １５.４％

（2020年）

農山村地域の
防災・減災面積 ５年間で６,５００ha  

（４）“めざす姿”の達成に向けた目標

“めざす姿”を踏まえ、次の５つを基本計画の目標とします。

第２章｜食と緑に関わる現状と“めざす姿”

12



施策体系と主な取組

“めざす姿”の実現に向けて、産業（生産）施策と地域（暮らし）施策を車の両輪とし、２本柱の
下でバランスよく取り組みます。

第 章

ア 農業を支える多様な人材の確保･育成
イ 林業を支える担い⼿の確保･育成
ウ ⽔産業を支える担い⼿の確保･育成

(1) 意欲ある人材の確保･育成

(2) 生産性の高い農林水産業の基盤を作る取組の充実

ア 新技術･新品種の開発と普及
イ 農林⽔産業を支える⽣産基盤の整備と環境づくり
ウ 産地の体制や⽣産設備の強化
エ 食の安全･安心の確保

(3) 新たな需要を創造し持続可能な農林水産業の実現

ア マーケット･インの視点に⽴った⽣産･流通の改善
イ 農林⽔産物等に関する国内外での需要の開拓
ウ 環境との調和に配慮した持続可能な農林⽔産業

柱1：生産の柱｜持続的に発展する農林水産業の実現

ア 県産農林⽔産物への理解を深める取組の推進
イ あいちの農林漁業を応援･体験し参加する機会の提供
ウ 幅広い世代に対する食育の推進

ア 地域の特性に応じた農山漁村の活性化
イ 多面的機能の持続的な発揮につながる活動の推進

ア 農山漁村の強靭化に向けた防災･減災対策
イ 快適な⽣活環境の確保
ウ 暮らしを支える森林･農地･漁場の整備・保全

(2) 災害に強く安全で快適な環境の確保

(1) 農林水産業を理解し身近に感じる活動の推進

(3) 地域住民や関係人口によって支えられる活力ある農山漁村の実現

柱2：暮らしの柱｜農林水産の恵みを共有する社会の実現

食
と
緑
が
支
え
る
県
⺠
の
豊
か
な
暮
ら
し

柱１

柱2
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主要な取組

持続的に発展する農林水産業の実現

（１）意欲ある人材の確保・育成

次代を担う新規就農者の確保と育成に取り組むとともに、県産農産物の安定供
給に向け、産地で中核的な役割を果たす基幹経営体※や⽣産者団体などの発展
と円滑な経営継承を支援します。また、雇用就農や農福連携、外国人材などの
農業経営を支える多様な人材の活用を推進します。

ア 農業を支える多様な人材の確保・育成

●就農へのきっかけづくりとして農作業の紹介などを行う体制を整備
●農業高校との連携により農業の新技術や環境配慮の取組などを生徒が学べる機会を提供
●農業大学校※において、学生に対し実践的、体系的な教育を行うとともに、新規就農者等

を対象とした各種研修を実施
●新たに県域の就農支援を行う機関を設置し、農起業支援センター※と連携して就農希望

者への就農相談や就農後の技術・経営指導を実施
●

援する体制を整備

●農業経営体の経営発展に必要な補助事業や制度資金※の活用を促進
●研修等による農業経営者の雇用・労務管理能力の向上や農作業の“見える化”を通じて雇用

労働力の確保を促進
●農業経営の法人化、後継者の就農や第三者継承※に係る相談の実施などにより、円滑な

農業経営の継承を促進
●地域の農業を支える中小規模の家族経営に対して生産者団体等への指導を通じて支援
●女性農業者の経営参画や政策・方針決定の場への登用を促進

●農起業支援センターにおいて企業やNPOなどの農業参入を支援
●農業分野における労働力の確保と障害者の自立支援をめざす農福連携の取組を推進

産地の中核を担う経営体の育成

施策の方針

農業に携わる様々な主体への支援

新規就農者の確保･育成

柱１
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専門家の経営指導を受ける農業者
（愛知農業次世代リーダー塾）

農業大学校で切り花の栽培を学ぶ学生

刈払機による畦畔の除草技術を学ぶ女性農業者新規就農ガイダンスでの就農相談（新・農業人フェア）

花きの栽培技術を学ぶ障害者

農福連携は、地域における障害者等の就労、生
きがいの場となるだけでなく、高齢化や担い手
不足といった農業・農村が抱える問題の解決に
もつながる取組です。
本県では、農福連携の理解促進や取組の啓発の
ため、セミナーや現地見学会を開催しています。
また、農福連携に取り組む農業者や福祉事業所
を増やすためのマッチングを進めています。

柱1 持続的に発展する農林水産業の実現

説解 農 福 連 携
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第３章｜施策体系と主な取組

施策の方針

主要な取組

イ 林業を支える担い手の確保・育成

林業の持続的な発展に向け､｢林業労働⼒の確保の促進に関する基本計画｣に基
づき、愛知県林業労働⼒確保支援センター※等と連携し、担い⼿の確保・育成
を進めるとともに、森林組合などの林業経営体の育成・経営基盤の強化に取り
組みます。

●各種イベント等での森林・林業の魅力の発信や林業へ
の就業相談を実施

●新規林業就業者の定着に向け、装備品の購入費や研修
の受講費などを支援

●森林・林業技術センター等で開催する研修カリキュラ
ムの拡充・整備により経験年数や知識・技術レベルに
応じた計画的かつ体系的な研修を実施

●労働安全に係る研修の実施や安全技術の実践、安全管
理徹底の働きかけなど､｢林業労働災害ゼロ｣に向けた取
組を実施

●
層建築物の木造・木質化を担う技術者を育成

新規林業就業者の確保・育成

●｢安全管理｣､｢生産性｣､｢待遇｣を“見える化”する｢あいち
の五つ星林業経営体認定制度※｣により、 魅力のある林
業経営体を育成

●高性能林業機械※等の導入を支援
●木材産業等高度化推進資金等の融資制度により経営の

安定化を支援

林業経営体の育成・経営基盤強化

森林の仕事ガイダンスでの就業相談

森林や山腹崩壊地の調査のための
ドローンの操作研修

林業安全技術訓練
（森林・林業技術センター）

高性能林業機械の操作研修
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施策の方針

主要な取組

ウ 水産業を支える担い手の確保・育成

意欲的に漁業に取り組む活⼒ある担い⼿の育成を図るとともに、新しい養殖技
術の導⼊や制度資⾦の活用などにより漁業経営の改善に向けた取組を推進しま
す。

●漁業就業者確保育成センター※における就業希望者への相談対応や､体験研修の実施を推進
●漁業者の学習や交流などの活動支援により、次世代の漁村のリーダーとなる漁業士を育成

新規漁業就業者の確保・育成

●カキなどの新しい養殖技術の導入や、共済制度を活用した資源管理収入安定対策を推進
●制度資金の充実により継続的な設備投資を支援

安定的に水産業を営む経営体の育成

カキのシングルシード式養殖 漁業者による研究成果発表（愛知の水産活動報告会）

柱1 持続的に発展する農林水産業の実現
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（２）生産性の高い農林水産業の基盤を作る取組の充実

施策の方針

主要な取組

ア 新技術・新品種の開発と普及

幅広い産業分野が有する先端技術や最新の育種技術などを活用し､⽣産者や実
需者※､消費者などの多様なニーズに応える新技術や新品種を開発するとともに､
戦略的な普及を推進することにより社会実装の加速化を図ります。

●高収益、省力生産を可能にするスマート農業技術の開発
●気候変動等の環境変化や環境に適応・配慮した持続的な農業技術の開発
●労働生産性の向上や中山間地域※等の活性化に向けた農業技術の開発
●遺伝子解析等の最新の育種技術を活用した新品種開発や家畜新系統の造成
●優良な種子・種苗※及び種畜※の安定供給を推進

農業の新技術・新品種の開発

●｢あいちのICT林業活性化構想※｣に基づき、林業・ ト林
業を推進

●航空レーザ計測による詳細な森林資源情報や地形情報を一元管理できるシステムを開発
● ※やセンダン※などの早生樹、花粉の発生が少ないスギ※、ヒ

ノキの種苗生産技術を開発

●漁場機能を高める漁場造成技術の開発
●漁業生産に必要な海域の栄養塩※量の解明
●環境変動に適応した水産資源の評価及び管理技術の開発
●漁場環境のモニタリングとICT※技術を活用した海況情報の発信
●水産資源管理や養殖漁場管理の省力化・最適化を図るスマート水産業を推進
●水産資源の変動に対応する新たな資源や養殖対象種の増養殖技術の開発

●
●スマート農業等の研究成果を迅速に普及するとともに現場の高度な課題に即応できるよう、

試験研究と普及組織の体制を強化
●県が開発した新品種の知的財産※権取得の推進や、農林漁業者等による新品種、商標など

の権利取得を支援

林業の新技術の開発

水産業の新技術・新品種の開発

開発と普及の迅速化

第３章｜施策体系と主な取組
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本県では、農林水産業の生産現場の課題に対応し、新たな技術等を普及するため、「試験
研究基本計画」に基づき、様々な研究開発を計画的に進めています。

説解 農林⽔産業の試験研究

ドローンを用いたリモートセンシングによる

全国１位の生産を誇るいちじく新品種の開発卵用名古屋コーチン新系統の育成

スマートフォンを用いた野菜の生育診断

「センダン」の種苗生産技術の開発
ニホンウナギ種苗の大量生産技術の開発

柱1 持続的に発展する農林水産業の実現
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施策の方針

主要な取組

イ 農林水産業を支える生産基盤の整備と環境づくり

担い⼿への農地の集積・集約化※､森林施業の集約化、⿃獣被害への対策、農林
漁業関連施設の⻑寿命化や耐震化などにより、農林⽔産業を支える農地や森林、
漁場などの⽣産基盤の整備を進めます。

●農地中間管理事業※と連携した農地の大区画化等を推進
●高収益作物※への転換を図るための水田の汎用化や畑地化を推進
●ICTによる水管理等スマート農業の技術を活用できる生産基盤の整備を推進
●施設の劣化状況に応じて、補修、補強、更新による農業用用

を推進
●市町村が定める｢農業振興地域整備計画※｣の適切な管理への支援を通じて優良農地を確保
●農業委員会※との連携により農地違反転用の未然防止・是正を推進
●農地中間管理事業等により荒廃農地※の発生防止と解消を推進
●鳥獣被害対策実施隊※等の活動支援や指定管理鳥獣捕獲等事業※により野生鳥獣被害防止

対策を推進

農業生産基盤の整備と環境づくり

●森林境界の明確化や森林所有者情報等の整理により森林経営計画の策定や森林施業の集約
化を促進

●路網※設計支援ソフト等の活用により林道や森林作業道の整備を推進
●ニホンジカ等による森林被害を防止する獣害防止柵等の設置を推進
●森林経営管理制度※に基づく市町村による森林整備を支援

林業生産基盤の整備と環境づくり

基盤整備による農地の大区画化（右：整備後）

第３章｜施策体系と主な取組
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●干潟※・浅場※造成や砕石を利用した貝類増殖場、魚礁※漁場の整備を推進
● ・耐津波機能を備えた漁港の整備を推進
●漁業生産に必要な栄養塩量の確保策の推進
●鳥や魚によるノリ養殖等への食害の防止対策の推進

漁業生産基盤の整備と環境づくり

木材の搬出に利用される林道 植栽木を守る獣害防止柵

伊勢湾（三河湾を含む）は、水質汚濁防止法に基づき、赤潮・苦潮の原因となる陸域から
の過大な流入負荷（COD、窒素、リン）について排水規制がかけられている一方、近年、
窒素やリンの栄養塩不足によるノリの品質低下やアサリなどの不漁が問題となっています。
県では漁業者からの要望を踏まえ、2017年度から矢作川浄化センター（ ）と、豊川
浄化センター（豊橋市）で、秋冬季における放流水のリン濃度増加に係る試験運転を実施
しています。水産試験場による試験運転の効果調査では、試験期間中、浄化センター周辺
海域にリンの供給が観測され、ノリ、アサリ漁場への波及効果が確認されています。

説解 漁業⽣産に必要な栄養塩量の確保

栄養塩不足により色落ちしたノリ 栄養不良で身が小さいアサリ

柱1 持続的に発展する農林水産業の実現
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施策の方針

主要な取組

ウ 産地の体制や生産設備の強化

本県農林⽔産業の⽣産⼒の⼀層の強化を図るため、各産地の体制の強化や農地
等の合理的な活用、新たな施設や機器の整備・導⼊などを総合的に進めます。
また、感染症による経済の停滞等の不測の事態が発⽣しても対処し得る⼒強い
農林漁業経営体の育成を進めます。

●主要産地・品目ごとの課題解決に向けた｢産地戦略｣の作成と実行を支援
●生産力の低下が懸念される園芸品目について、県と農業団体等が連携して生産から販売ま

で一体的に支援
●国や県の事業の活用により生産体制や生産力の維持・強化を推進
● 、大豆及び高収益作物の作付面積の拡大を推進
●人・農地プラン※の作成及び更新を支援
●農業委員会や農業会議と連携し農地中間管理事業の活用による担い手への農地の集積・集

約化を推進
●経営所得安定対策※や価格安定制度※への加入及び農業保険制度の定着に向けた普及啓発を

推進
●農業生産活動の管理を適切に行うGAP※手法の一層の普及を推進
●農業水利施設等を管理する土地改良区※への複式簿記導入の支援や管理体制の強化を推進
●畜産クラスター※の構築等により高収益型畜産を実現

農業生産体制の整備

●高性能林業機械の導入や計画的で効率的な活用を促進
●木材加工施設の整備等により乾燥材やJAS構造材※など需要者が求める品質・規格に沿っ

た製材品の安定供給体制を強化

林業生産体制の整備

●新規魚種生産など栽培漁業の強化・拡充により水産資源の維持増大を推進
●新しい養殖技術の導入やノリ養殖業効率化のための生産設備、製氷冷蔵施設などの施設整

備の推進
●県域団体と連携した指導による漁業協同組合の事業統合等を促進

漁業生産体制の整備

第３章｜施策体系と主な取組
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生産性の高い栽培システムを導入した
大規模なイチゴハウス

畜産クラスター事業により整備された
衛生的なGPセンター※

●新型コロナウイルス等感染症発生時の農林水産物の安定供給が可能となる体制の確保
●農業協同組合、森林組合、漁業協同組合などの検査及び指導監督により、組合の健全な事

業運営を促進

その他の取組

高品質米の出荷に向け色彩選別機を導入した
ライスセンター

高性能林業機械による効率的な木材生産 栽培漁業センターで生産したなまこ種苗の放流

柱1 持続的に発展する農林水産業の実現
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施策の方針

主要な取組

エ 食の安全・安心の確保

安全・安心な農林⽔産物の⽣産や加⼯が⾏われるための取組を強化し、消費者
が安全な食品を購⼊できるよう監視・指導を⾏うとともに、食の安全に関する
リスクコミュニケーション※を推進します。

●農薬管理指導士※の養成、農薬販売業者や使用者などへの立入指導を実施
●畜産農家に対する飼養衛生管理基準※遵守の指導や家畜伝染病の監視を実施
●口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、豚熱などの特定家畜伝染病※の発生に備えた危機管

理を徹底
●野生イノシシへの経口ワクチン散布や捕獲強化による豚熱ウイルス拡散防止対策を推進
●貝毒※の原因プランクトンの監視と貝毒検査を実施

生産段階における食品の安全確保

●食品関連事業者を対象とした食品表示の監視・指導や事業者及び消費者を対象とした研修
会開催により食品表示の適正化を推進

●消費者に対する食の安全に関する知識の普及や食の安全・安心推進協議会の開催を通じた
食の安全に関するリスクコミュニケーションを推進

食品に対する消費者の信頼の確保

●｢愛知県HACCP※導入施設認定制度｣による食品製造施設などへのHACCPシステムの導入を
推進

●食の安全性を高めるための製造技術の研究と、研究成果の食品製造業者への普及や技術相
談・指導を推進

●輸入食品を含めて県内を流通する食品などの安全･安心を確保するための収去検査※を実施

製造・流通段階における食品の安全確保

食品販売店における食品表示調査家畜伝染病防止のため畜舎入口に設置された
車両消毒装置

第３章｜施策体系と主な取組
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（3）新たな需要を創造し持続可能な農林水産業の実現

施策の方針

主要な取組

ア マーケット･インの視点に立った生産･流通の改善

消費者や実需者の多様なニーズを的確に捉えて応えていくため、需給情報の把
握や発信を進めるとともに、“新しい⽣活様式”にも対応する新たな流通経路の
構築などにより、⾼品質な県産農林⽔産物を適切に消費者の下へ届ける⽣産・
流通の仕組みを整えます。

●加工・業務用需要等のニーズに対応する農産物の生産拡大を支援
●多様なニーズに対応する新たなバリューチェーン※の創出を支援

新たなニーズへの対応

●情報提供や助言などにより卸売市場の業務を支援
●農産物の流通動向等を収集・整理し、生産現場へ発信
●電子商取引等により生産者と消費者の直接流通を促進
●農業団体が取り組む農産物の広域物流体制の改善を支援
●農産物の地域内流通網の構築を促進
●ICTを活用した木材需給情報システム等の導入により木材生産・流通の効率化を促進

生産・流通体制の整備

実需者の多様なニーズに対応可能な
イチゴのパッキングセンター

鉄製コンテナによる加工・業務用キャベツの出荷

柱1 持続的に発展する農林水産業の実現
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◇愛ひとつぶ
品種名は「なつきらり」。農
業総合試験場が開発した米品
種で、猛暑の年でも見た目が
美しく、もっちりとして上品
な甘みが特徴です。県では一
定の品質基準を満たしたもの
を「愛ひとつぶ」のブランド名で販売して
います。

◇愛知梨３号
品種名は「瑞月」。農業総
合試験場と(独)農業・食品
産業技術総合研究機構が共
同開発した品種で、梨の主
要品種の「幸水」より甘み
が強く、「豊水」より酸味が少ないこと
が特徴です。

◇かがり弁ギク
農業総合試験場と（国研）
量子科学技術研究開発機
構が共同開発した品種で、
花弁が筒状で先端に複数

クです。祝い事の華やかなフラワーアレ
ンジメントなど、輪ギクの新たな需要の
開拓に貢献することが期待されています。

◇夕焼け姫
農業総合試験場が開発したカ
ンキツ品種で、名前は夕焼け
のような鮮やかな赤橙色にち
なみます。皮がむきやすく、
種もほぼないため、食べやす
さも高く評価されている新品
種です。

施策の方針

主要な取組

イ 農林水産物等に関する国内外での需要の開拓

県産農林⽔産物の知名度向上と需要拡⼤に向け、県開発新品種のブランド化、
トップセールスや各種メディア等の活用によるPR、⽊材利用分野の拡⼤、６次
産業化や農商⼯連携※による新商品開発支援などに取り組みます。また、県産
農林⽔産物等の輸出拡⼤に向け、輸出に取り組む事業者の支援や知的財産の保
護、増加が⾒込まれるインバウンド需要への対応に取り組みます。

●生産者を始め関係機関が一体となって県開発新品種のブランド化を推進
●関係者のマッチングや施設整備などへの支援により６次産業化を推進
●商標、地理的表示保護制度※などの知的財産に関する啓発や情報提供などを推進
●県内の地域資源の農林水産物を活用した新事業の展開や、東三河地域における農商工連携

商品の開発などの取組を促進

県産農林水産物等の付加価値の向上

本県では、県が育成した新品種がより多くの消費者の手に届くよう、生産者団体などと連
携してブランド化に取り組んでいます。近年開発され、これから普及を図っていくブラン
ド農産物には次のような品種があります。

説解 本県のブランド農産物

第３章｜施策体系と主な取組
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トップセールスによる県産花きのPR 公共施設での県産木材の活用（小学校）

●トップセールスやSNS等の活用、首都圏における観光物産展や観光関連産業と連携した取
組などにより県内外へ向けた県産農林水産物のPRを推進

●いいともあいちネットワーク※を活用した市場ニーズの把握とマッチングを推進
●第70回全国植樹祭※の開催理念を継承し、木材の魅力や木材利用の意義の周知により県産

木材の利用を促進
●木造・木質化に関係する技術者等との連携により都市部での県産木材の利用を促進
●｢あいち木づかいプラン※｣に基づき、公共施設や住宅などへの県産木材の利用を促進
● ・木質化を促進
●漁業者や産地の事業者と連携した水産物PRの取組を推進

県内外に向けたPRによる需要の拡大

県産農林水産物等の輸出に向けた
生産者と流通事業者の商談

外国人による観光農園の訪問

●農林水産業国際競争力強化センター※が中心となり、関係機関との連携や商談会への支援
などを通じて農林水産物等の輸出を促進

●インバウンド需要を効果的に取り込むため、受入れ事業者の育成や本県の魅力のプロモー
ションを実施

グローバルな需要の開拓

柱1 持続的に発展する農林水産業の実現
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施策の方針

主要な取組

ウ 環境との調和に配慮した持続可能な農林水産業

⽣産活動が環境に与える負荷を軽減し、適切な資源管理により農林⽔産業の持
続可能性を⾼める取組を推進します。

●農作物の施肥基準に沿った適正な施肥を推進
●多様な防除方法を適切に組み合わせて実施す

るIPM※技術の導入を促進
●

有機農業※を推進
●環境保全型農業直接支払制度を活用した地球

温暖化防止や生物多様性※保全の取組を促進

農林水産業の環境負荷の低減

●ICTや高性能林業機械などの活用により効率的な主伐や搬出間伐を推進（伐る）
●都市部での県産木材の利用拡大により充実した森林資源の利用を促進（使う）
●コンテナ苗などの活用により植栽の低コスト化を促進（植える）
● （育

てる）

「伐る・使う→植える→育てる」循環型林業の推進

●家畜排せつ物の適正管理を指導するとともに、
高品質堆肥生産施設の整備を促進

●堆肥を利用した土づくりや堆肥の広域流通、
畜産農家と耕種農家のマッチングを推進

●農業生産に由来する使用済みプラスチックの
組織的回収と適正処理、排出抑制を推進

●食品循環資源の飼料としての利用の実態確認
や普及を推進

●航空レーザ計測による詳細な森林資源情報や
地形情報の活用により、森林計画制度※を効
果的に運用

●漁業者による適正かつ有効な漁場利用や資源
管理型漁業の実施を促進

資源を循環利用する持続可能な農林水産業の推進

漁業調査船による漁業資源の調査

水田の生物多様性を調査するため
昆虫やカエルを捕獲する農業者

第３章｜施策体系と主な取組
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本県では、戦後に植えられたスギ・ 、木材として利用できる時期
に達している面積は約80％となっています。また、資源量は約3,300万m3と豊富です。こ
の資源を活用していけば、外国からの木材の輸入に頼らず、私たちの生活に木造建築や木
製品を増やしていくことができます。
名古屋市を中心とした大消費地と三河地方を中心とした森林資源の生産地を共に抱える特
性を生かし、森林資源を持続的に活用していくため、「伐る・使う→植える→育てる」循
環型林業の推進に取り組んでいます。この循環型林業は、SDGsの理念を体現し、持続可
能な社会の実現に貢献するものです。「伐る・使う」ことで森林資源を活用するとともに、
「植える、育てる」ことで森林資源を持続的に活用することが可能となります。
また、循環型林業を推進することで森林の整備が促進され、雨水を貯留したり洪水を緩和
する水源涵養機能や土砂の崩壊を防ぐ山地災害防止機能、二酸化炭素を吸収し地球温暖化
の防止に貢献する地球環境保全機能といった森林の持つ公益的機能が発揮されます。

説解 循環型林業

住宅

商業施設や公共施設

利⽤
⽊製品

遊具

柱1 持続的に発展する農林水産業の実現
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農林水産の恵みを共有する社会の実現柱２

（１）農林水産業を理解し身近に感じる活動の推進

県産農林⽔産物の魅⼒や農林⽔産業の重要性などへの県⺠の理解を深めるため、
本県独自の取組である｢いいともあいち運動｣を⼀層推進するとともに、農林⽔
産業関係団体等と連携した啓発イベントや講座などの取組を推進します。

ア 県産農林水産物への理解を深める取組の推進

●県産農林水産物や関連業者に関する情報を
SNS等を用いて発信するなどし､｢いいともあ
いち運動｣の取組を強化

●暮らしの中に花を取り入れる｢花いっぱい県
｣の推進と花と緑のイベントの開催

●第70回全国植樹祭の開催理念を継承し、木材
の魅力を発信するとともに木材を利用するこ
との意義についての理解を促進

● Web等を活用し日本型食生活※の啓発や郷土
料理等の地域の食文化を紹介

●東海三県一市グリーン購入キャンペーン※な
どを通じ、地元や旬の食材の購入を促進

●県産農林水産物に関するイベントや生産者と
消費者の交流会、各種講座や出前授業などに

●｢あいちの伝統野菜※｣を活用し県産野菜への
理解を促進

●県植樹祭等のイベントを開催するとともに、
緑化センターや植木センターで行う、緑化や
緑化木に関する講座・展示などを通じて、緑
の大切さについての理解を促進

●生態系ネットワーク※形成の取組の一環とし
て、森林・農地・漁場の持つ生物多様性の保
全機能についての理解を促進

農林水産業や農山漁村の重要性に対する理解の促進

施策の方針

主要な取組

県産農林水産物の利用の促進

木と触れ合える体験イベント
（WOODコレクションinあいち)

（あいち花マルシェ)
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施策の方針

主要な取組

イ あいちの農林漁業を応援・体験し参加する機会の提供

県⺠の本県農林⽔産業への関わりを深めるため、県産農林⽔産物等の購⼊・消
費の促進や学校での体験学習、各種団体との連携による農林漁業体験の取組な
どにより、県⺠が農林漁業を応援・体験し参加する機会を提供します。

●いいともあいち推進店の拡充と周知などにより、県産農林水産物等の購入機会を拡大
●援農※等の農業体験や間伐※体験、漁業体験などの機会の提供を促進
● ※の開設を促進
●都市農村交流の拠点としての産地直売施設※の魅力と情報発信力の向上を推進

生活の中で身近に体験できる機会の提供

●｢食育のための農林漁業体験学習実践マニュアル｣の活用などにより小学校における農林漁
業体験学習を促進

●イベントや小学校での花育※教室の開催を支援

若い世代に対する教育現場等での機会の提供

小学校児童の田植え体験 森林の大切さを学ぶ間伐体験

水産物ふれあい体験（県による小学校での出前授業） 地元で採れた旬の農産物を購入できる産地直売施設

柱２ 農林水産の恵みを共有する社会の実現
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愛知県食育推進計画

毎月19日は
「｢おうちでごはんの日」「体」 「心」 「環境」 「支える」

【４つの取組のマーク】

施策の方針

主要な取組

ウ 幅広い世代に対する食育の推進

全ての県⺠が、体も心も健康で環境に優しい健全な食⽣活が実践できるように、
愛知県食育推進会議※において、県⺠⼀人⼀人が主体的に食育に取り組むため
の指針として作成する｢愛知県食育推進計画｣に基づき、幅広い世代に対する食
育に取り組みます。

●研修会や交流会により食育推進ボランティア※の資質向上を図り、食育活動の充実を支援
● ｢食育ネットあいち｣での情報提供等により、学校や団体などと食育推進ボランティアの連

携を促進

食育推進ボランティアとの連携による食育の推進

●
● ｢愛知を食べる学校給食の日※｣の取組等により学校給食における県産農林水産物の積極的

な活用を推進
●食品ロスの削減など環境に優しい食生活の実践についての普及啓発を推進

様々な機会をとらえて行う食育の推進

｢食育基本法｣第17条第１項で規定する都道府県食育推進計画であり、
大切さを理解して、主体的に食育に取り組むための指針として、保育所、幼稚園、認定こ
ども園、学校、職場、地域のあらゆる場所や機会において、教育、保育、社会福祉、医
療・保健、農林水産業、食品産業等の関係者が連携・協力して、本県における食育に関す
る取組を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画です。
食を通じて｢健康な体をつくる｣､ ｢豊かな心を育む｣､ ｢環境に優しい暮らしを築く｣という
３つの取組に加え、これらを「支える｣取組を推進し、健康で活力ある社会の実現をめざ
します。
本県では、 、心身ともに豊かに暮らすために、
生涯にわたってそのライフステージと生活場面に応じた食育を進めています。

説解

第３章｜施策体系と主な取組
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（２）災害に強く安全で快適な環境の確保

施策の方針

主要な取組

ア 農山漁村の強靭化に向けた防災・減災対策

南海トラフ※地震等の⼤規模地震や頻発化・激甚化する豪雨などの自然災害か
ら県⼟や県⺠の安全・安心な暮らしを守るため、ハード・ソフト対策を組み合
わせた総合的な防災・減災対策を⾏い、農山漁村の強靱化を推進します。

●農業用排水機場※を始めとする農業水利施設
の耐震対策や機能低下の状況等に応じた更
新・整備を推進

●農業用ため池※の耐震対策や豪雨対策を「愛
知県防災重点農業用ため池防災工事等推進計
画（仮称）」に基づき加速化

●航空レーザ計測による詳細な地形情報を活用
して、治山ダム工や土留工などの治山施設※

の整備を推進
●土石流、地すべり、がけ崩れなどの土砂災害

を防止する施設の整備を推進
●防風や飛砂防備、津波被害の軽減効果を発揮

する海岸防災林の維持・造成を推進
●洪水時の浸水被害防止のための河川整備を推

進
●耐震・耐津波機能を備えた漁港の整備を推進
●海岸保全施設や河川堤防などの耐震対策・高

潮対策の推進

ハード対策の推進

●被災後に、農業用排水機場を早期に稼働させ
るため、施設管理者の管理体制を強化

●農業用ため池の管理者と連携し、ため池の適
正な管理・保全を推進

●ため池ハザードマップ※や山地災害危険地マ
ップ※の活用の促進

ソフト対策の推進

地盤改良によるため池の耐震対策

豪雨等による倒木の流出防止機能を有する治山ダム

柱２ 農林水産の恵みを共有する社会の実現
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施策の方針

主要な取組

イ 快適な生活環境の確保

快適な⽣活環境を確保・向上させるため、⽣活基盤としての役割も担う農林道や
⾥山林※などの整備・保全を推進するとともに、⽔や緑、⽊材の持つ｢癒やし｣、
｢安らぎ｣を⽣活環境に取り⼊れる取組を推進します。

●農山村地域の交通環境の改善・維持や災害時の緊急避難路としての役割を担う、農林道の
整備・保全を推進

●生活排水処理施設の整備・保全を促進
●農業水利施設の水辺空間を利活用した環境整備を推進
●保健休養機能等を発揮する、里山林の整備・保全を推進
●住宅や公共施設、ショッピングセンターなどにおける県産木材の利用を促進
●｢愛知県緑化基本計画※｣に基づき、緑を増やす取組を推進

生活環境の整備

農業用水を利用して整備された水辺空間
（せせらぎ水路）

生活道としても利用される林道

訪れる人に癒やしを与える森
（愛知県緑化センター）

緑は私たちの暮らしに｢癒し｣や｢安らぎ｣を与え、快適な生
活環境を確保するために重要な役割を果たしています。
県では緑を増やすために、多様な主体との協働・連携を図
り、緑を増やす取組を進めています。

【取組の例】
・県植樹祭の開催
・小中学生による県植樹祭配布用苗木の育成
・学校関係緑化コンクール等の普及啓発

緑を増やす取組説解

第３章｜施策体系と主な取組
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施策の方針

主要な取組

ウ 暮らしを支える森林・農地・漁場の整備・保全

県⼟や自然環境の保全、⽔資源のかん養など、農林⽔産業や農山漁村が有する
多面的機能を十分に発揮させるため、あいち森と緑づくり税等を活用した森林
等の整備・保全、農地や漁場環境の改善等に資する整備・保全を推進します。

●間伐等の適切な森林整備を推進
●森林病害虫の被害防止対策を推進
●｢あいち森と緑づくり事業計画｣に基づき、

森林・里山林・都市の緑の整備や環境活動な
どを推進

●花粉の発生が少ない苗木による植栽を促進
●公益的機能を発揮させる上で特に重要な森林

を保安林※に指定するなど、森林の適切な保
全・管理を推進

森林等の整備・保全

●多面的機能支払制度の活用により農業水利施
設や農道などの軽微な補修や更新を行う地域
の共同活動を支援

●水辺空間を利活用した環境整備や在来種の保
護など、環境との調和に配慮した取組を推進

農地や農業水利施設の整備・保全

●河川が本来有している生物の生息・生育・繁
殖環境及び多様な河川景観の保全・創出を推
進

●水質浄化や幼稚魚の保育機能を有する干潟・
浅場と魚礁漁場の総合的な整備を推進

漁場や河川の整備・保全

魚礁漁場の整備のため海中に沈められる
コンクリート製魚礁

あいち森と緑づくり事業による公道沿いの間伐作業

柱２ 農林水産の恵みを共有する社会の実現
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（３）地域住民や関係人口によって支えられる活力ある農山漁村の実現

施策の方針

主要な取組

ア 地域の特性に応じた農山漁村の活性化

中山間地域や都市部の農業振興や｢愛知産ジビエ※｣のPR､グリーンツーリズム※

や森林レクリエーションなど地域の特性に応じた取組への支援により、農山漁
村の活性化を図るとともに、住⺠と共に地域を支える”関係人⼝”の創出や移
住・定住の促進に向けた取組を進めます。

●捕獲したイノシシやニホンジカの肉を｢愛知産ジビエ｣として消費する取組を推進
●産地直売施設が核となり、地域の農林漁業関連施設と連携して地域の魅力を発信する取組

を支援
●農山漁村の魅力ある資源の発掘とPRを進めるとともに農泊や日帰り型によるグリーンツー

リズムを推進
●食や花をテーマとした観光ルートを｢食と花の街道※｣として認定し、イベント情報を定期

的に発信
●SNSやイベントでのPRなどを通じて農山漁村の魅力を発信
●三河山間地域における着地型観光※の推進や、道の駅などでの観光情報の発信により観光

客の受入を促進
● 、緑化センター・昭和の森において、

力の導入などにより施設の魅力向上を推進

地域の資源や魅力を生かした取組の推進

●多様な人材・機関との連携により、地域ごとに異なる様々な農村の課題解決を推進
●中山間地域等直接支払制度の活用により｢集落戦略｣の作成を促進
●愛知県都市農業振興計画※に基づき、市町村計画の作成支援などを通じて都市農業の振興

を推進

地域の特徴に応じた農業の振興

●ふるさと・水と土指導員※を育成し、
●｢半農半X｣に取り組む多様な人材への支援や関係人口の創出・拡大を推進
●市町村への情報提供・助言を通じて特定地域づくり事業協同組合の活動を支援
●｢愛知県交流居住センター※｣

(なりわい)づくりへの支援などにより、三河山間地域への移住・定住を促進

地域住⺠や関係⼈⼝による活動の促進

第３章｜施策体系と主な取組
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愛知産ジビエを活用した様々な加工品 大勢の人で賑わう産地直売所での生産者による
対面販売イベント

県産水産物をカードで紹介するあいちのおさかなカード
キャンペーン

食と花の街道認定証贈呈式

様々な半農半Ｘのライフスタイル

農業と他の仕事を組み合わせた働き方のこ
とで、「田園回帰」による人の流れが全国
的な広がりを持ちながら継続し、農村の持
つ価値や魅力が再評価されている昨今にお
いて、新しいライフスタイルのひとつとし
て注目されるようになってきています。
“半X”の部分はライフスタイルを実践する人
によって異なり、テレワークや地域の地場
産業などの仕事に就いたり、ボランティア
活動や趣味に時間を費やすなど様々な生活
のあり様が考えられます。
半農半Xの推進は、都市から地方（農村地
域）への人の流れを生み出す地方創生の趣
旨に合致するとともに、農業・農村を活性
化する人材の確保にもつながることから、
実践者の増加が期待されています。

説解 半 農 半 Ｘ

柱２ 農林水産の恵みを共有する社会の実現
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施策の方針

主要な取組

イ 多面的機能の持続的な発揮につながる活動の推進

農林⽔産業や農山漁村が有する多面的機能が将来にわたり適切かつ十分に発揮
できるよう、森林、⾥山、農地、漁場や河川における地域住⺠による保全活動
を促進します。

●企業、NPO、 、小中学校などとの協働・連携により緑化や森林整備を推進
●愛知万博の理念を継承する｢海上の森｣において、 ・里山の保全・活用

を促進するとともに、その活動を担う人材を育成

森林・里山の保全

生物の生育環境を良好に保つ干潟の耕耘

●中山間地域等直接支払制度等の活用により条件不利地域においても農地の維持管理を推進
し荒廃農地の発生を抑制

●多面的機能支払制度の活用により農地周辺の草刈りや水路の泥上げなどを行う地域の共同
活動を支援

●愛知県棚田地域振興計画※に基づき、関係機関と連携して棚田を核とした棚田地域の振興
を支援

農地の保全

●河川の清掃活動等の支援や啓発を推進
●水産多面的機能発揮対策事業を活用して漁業者等が行う漁場の保全活動を支援

漁場や河川の保全

第３章｜施策体系と主な取組
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プロジェクト

｢めざす姿｣を踏まえて設定した５つの目標を達成するためには､関連する取
組を効果的に組み合わせた展開を図っていくことが必要です。

そこで､｢農業･林業･水産業の生産力強化｣､｢県産農林水産物の需要拡大と農
山漁村の魅力向上｣､｢農山漁村地域の防災･減災対策｣をテーマとして５つの重
点プロジェクトを設定し､必要な各種の取組を組み合わせて効果的な施策の展
開を図ります。

さらに､喫緊の課題である｢新型コロナウイルス対策｣については緊急プロジ
ェクトとして位置付け､新型コロナウイルス感染拡大によるダメージ克服と｢新
しい生活様式｣への対応に取り組む施策をパッケージ化し､生産･消費の両面か
ら緊急的･効果的に推進します。

第 章

重点プロジェクト

１
農業の⽣産⼒強化
技術⼒×人材の活躍で切り開く農業⽣産⼒向上プロジェクト

重点プロジェクト

２
林業の⽣産⼒強化
持続可能な社会に向けた｢あいちのスマート林業｣実現プロジェクト

重点プロジェクト

３
⽔産業の⽣産⼒強化
豊かな海の再⽣に向けた漁業⽣産⼒強化プロジェクト

重点プロジェクト

４
県産農林⽔産物の需要拡⼤と農山漁村の魅⼒向上
アジア競技⼤会に向けたあいちの農林⽔産業魅⼒向上プロジェクト

重点プロジェクト

５
農山漁村地域の防災・減災対策
安全･安心な暮らしを守る農山漁村地域防災･減災プロジェクト

プロジェクト

緊急 新型コロナウイルス対策
魅せよ愛知の底⼒､コロナ禍克服プロジェクト
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・農業においては、外出自粛や休業要請・イベントの中止などにより花き、つまものや牛
肉などの需要が減少し、農業者の経営に大きなダメージが発生。栽培品目の転換も含め、
経営の多角化を進める必要がある。

・林業・木材産業においては、
の影響が遅れて出る傾向があり木材需要の喚起を図ることが課題となっている。

・水産業においては、旅行や外食などの自粛に伴う水産物需要の減少により魚価が低迷し、
漁業者は休漁日を増やす操業調整を行うなど、漁業経営に大きな影響が発生している。

・他産業の休業者雇用等により農林水産業に労働力を呼び込む動きが活性化している。
・電子商取引市場の拡大等、消費行動が変化。「三密」に配慮した生活様式の浸透に伴い、

冠婚葬祭や会食などの規模・頻度が継続的に低下する可能性がある。国際的な物流停滞
の懸念から農林水産物で国産回帰の動きもある。

●栽培品目の多様化によるリスク分散の提案、新
たに導入しやすい低コスト栽培システムの開発
や生産設備の高度化支援

●花きにおける消費者が使いやすい出荷方法の検
討、新たな需要を喚起する新品種の開発や他品
目等への転換 基盤整備により汎用化された農地での

高収益作物の栽培
●中食・外食・食品加工業者などにおける原料の国産切り替えの動きを的確に捉え、

加工・業務用需要に対応できる産地の生産・出荷体制を整備
●高収益作物への転換や栽培品目の多様化に対応できる汎用性の高い農地や農業水

利施設などの整備を推進

プロジェクトの背景

新型コロナウイルス感染症とそれに伴う経済環境の悪化は、農林漁業者の経営
や農林⽔産物の流通、消費に⼤きな影響を与えました。この状況から速やかに
脱却し、今後、同様の不測の事態が発⽣しても影響を最⼩限に抑えるための取
組を⽣産･消費の両面から進めるとともに、いわゆる“新しい⽣活様式”の下での
消費習慣の変化を踏まえた新たな流通･消費の仕組み作りなどに取り組みます。

第4章｜プロジェクト

主な取組事項

栽培品目の転換や経営の多角化

プロジェクト

緊急 新型コロナウイルス対策
魅せよ愛知の底⼒､コロナ禍克服プロジェクト

生産面における影響克服と対応力強化
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緊急プロジェクト

●労働生産性を向上させ、労働力不足にも対応する自動化・省力化のためのスマート農業技
術の実証と産地導入の推進

●労働力の確保に向けた人材の育成や雇用人材マッチングシステムの構築への支援

労働力の安定的な確保

●緊急時でもタブレット等の携帯端末を用いて農
業者指導ができる体制を構築

●経営安定に資する各種の収入保険や価格安定制
度などの普及・加入促進

●農林漁業経営体が業務継続に必要なBCPを策定
することへの支援

●非常時においても農業用水の安定供給や地域の
排水が確実に行われるよう、用水管理者・排水
管理者の体制強化を支援

タブレットを用いた現場指導

●緊急事態においても円滑な公共工事等の推進を図るため、早期発注に向けた入札
制度の検討・活用や施工管理などを含めた受発注者業務の効率化を推進

危機管理体制の強化

●非常時においても事業継続が可能となるよう、
「あいちの五つ星林業経営体認定制度」や高性
能林業機械等の導入に対する支援等を活用し、
林業経営体の経営基盤強化を推進

●ICT等を活用した木材需給システムを導入するこ
とで、木材の生産流通体制を強化し、非常時に
おいても木材生産を維持

高性能林業機械を活用した木材生産

林業生産体制の強化

●不測の事態に対応できるよう漁業経営の改善を
図るため、栽培漁業の生産魚種の増加や新しい
増養殖技術の開発・導入、安定需要が見込める
ノリ養殖の施設整備などを推進

●漁業経営体の安定を図るため、漁業就業者確保
の取組や、漁業金融制度の充実

●産地魚市場における在庫の滞留や、水産物の新
たな販路拡大にも対応できるよう、製氷・冷凍
をはじめとする水産物の鮮度保持施設の整備を
推進

整備された製氷・貯氷施設

漁業生産体制の強化
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●花きやつまもの、魚介類、木材、抹茶、牛肉などの農林水産物において、新たな販路開拓
を実施

●通販サイトを活用した県産農林水産物等の販売や都市部の量販店等における産地直送コー
ナーの充実、テイクアウトなどの需要に応える６次産業化の取組を支援

●｢いいともあいち運動｣を活用し､生産者から流通関係者､消費者に至る関係者の連携を強化

販路の多様化や新規需要の拡大

第４章｜プロジェクト

県が開設した県産農林水産物等の通信販売サイト
（上：トップページ、下：品目別ページの例）

つまものの新規需要開拓
（カフェ等でのエディブルフラワーの利用）

●新しい生活様式に対応した産地直売所づくりへの支援
●テレワーク推進による在宅時間の増加等をチャンスと捉え、日常生活に花きを取り込む運

動の推進や従来とは異なる消費構造の新規需要の創出に取り組む
●生活空間に木材を取り入れた「木のある快適な暮らし」を普及するなど、新しい生活様式

に対応した県産木材の利用を促進

新しい生活様式への対応

木のある快適な暮らし
（コワーキングスペース）

花のある生活の提案例
（テーブルを切り花で華やかに）

消費面における販路の多様化や新規需要の拡大
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説解

本県は1962年以降、花きの生産日本一を誇る「花の王国」であり、花は本県農業産出額
全体の約２割を占める重要な品目です。
2019年度末からのコロナ禍によるイベントの中止やパーティー、結婚式などの自粛によ
り、花の業務需要が大幅に減り、市場価格が下落しました。
特に本県で栽培が盛んな輪菊、ばら、カーネーションの出荷額は、2020年３月下旬から
減少し始め、最も影響を受けた４月中下旬には前年同時期より30％から50％も減少する
に至りました。
新型コロナウイルスの影響から脱却するためには、新たな需要の喚起や消費拡大の取組を
進めるとともに、生産者の経営安定や生産性及び品質の向上、輸出促進を図っていく必要
があります。
これからも「花の王国あいち」であり続けるため､生産と消費の両面から以下の取組を進
めます。

花きにおけるコロナ禍克服

１ 生産者の経営安定を図ります
経営体や生産者組織の育成強化を図るとともに、生産基
盤の整備を行います。また、知的財産を適切に保護・活
用します。

２ 生産性や品質の向上を促進します
産学官の連携などにより新品種や新技術の開発を進めま
す。また、日持ち性向上のための流通施設の整備及び流
通体制の改善をめざします。

３ 輸出を促進します
海外のイベントやコンテストへの出展・参加を通じて、
輸出に適した品目を把握し産地の対応を支援します。ま
た、関係者と連携し、輸送コストの低減や鮮度保持に必
要な技術の開発等を推進します。

４ 公共施設やまちづくり等における花きの活用を推進します
県庁や中部国際空港など主要施設においてあいちの花を
装飾展示します。また、社会福祉施設や商店街などにお
いて花の活用を進め、花のあるまちづくりを推進します。

５ 花育や地域における花きを活用した取組を推進します
花育教室の開催やフラワーブラボーコンクール活動への
参加を促します。また、地域における花壇づくり等の花
きを介した世代交流を伴う地域活動を支援します。

６ 日常生活における花きの活用の促進等
日常生活における花きの活用を促進するため、フラワー
バレンタインやフラワーウォークなどの新たな花文化を
創出するとともに、花を楽しむための知識の普及を推進
します。

７ 花と緑のイベントの開催
花を見て、触れて、 「花と緑の
イベント」を継続的に開催します。 あいち花マルシェ2020

県庁本庁舎前花壇の装飾

北京国際園芸博覧会（2019年）

緊急プロジェクト
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主な取組事項

プロジェクトの背景

・担い手の減少や高齢化が見込まれる中で､生産力を維持･向上させていく必要がある。
・規模拡大かつ生産性向上を実現するためには､農業者の資質向上を図る必要がある。
・通信施設や農地集約など、スマート農業導入に適したインフラ整備が求められる。
・施設園芸の高度化は徐々に進んでいるものの、モデル的な取組にとどまっている。

●開発から普及までの問題解決型連携によりスマ
ート農業技術の開発と実装を迅速化

●関係者間のデータ運用のためのルール作りを進
め、産地におけるデータの活用を推進

●産地の新技術導入の取組をソフトとハードの両
面から支援し、生産力を強化

農業大学校における授業

●農業を支える多様な人材の確保・育成
●普及指導員の指導力向上により技術･経営指導を強化
●農業大学校での授業や発展段階に応じた研修に

より最新技術や経営管理手法の習得を支援
●ニーズに応じた専門家の派遣により、経営管理

の高度化を支援
●産地が策定した戦略の実現に向けた支援

全国有数の⽣産規模を持つ施設園芸の⾼度化に向けた「あいち型植物⼯場」の
普及や次世代の農業技術である“スマート農業”の開発と社会実装など、技術⼒
による⽣産性の向上や農産物の⾼品質⽣産を⼀層進めるとともに、それらの先
端技術を使いこなすハイレベルな⽣産者・産地の育成や農業⽣産⼒の要である
⽣産基盤の充実強化を図り、新型コロナ等の不測の事態にもしっかりと対応し
うる、足腰の強い産地を育成します。

第4章｜プロジェクト

スマート農業の社会実装

目 標

農業産出額 ３,１５０億円（３,１１５億円（2014-2018平均））

担い手や産地のレベルアップ
農業者の搭乗なしに農作業をする

オートトラクタの実証

重点プロジェクト

１
農業の⽣産⼒強化
技術⼒×人材の活躍で切り開く農業⽣産⼒向上プロジェクト
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説解

農地の大区画化により、大型営農機械の導入が可能となり、
担い手への農地の集積等が促進し、労働生産性の向上や生産
コストの低減が期待できます。（
の実績）
また、排水条件の改良による水田の汎用化により、 、大豆、
野菜などの作付けが可能となり、耕地利用率を高めることが
可能となります。（ ）

農地の⼤区画化・汎用化の効果

重点プロジェクト①

●農地の大区画化や汎用化※などを進めるとともに、
農地中間管理事業の活用により、農地の集積・集約
化を推進

●ICTによる水管理等、スマート農業の技術を活用で
きる生産基盤の整備を推進

●水田フル活用と高収益作物への転換を推進

農地等基盤の整備と担い手への農地集積等

大区画化により作業効率が大幅に向上した農地

129.0ha
157.0ha

汎用化による延べ作付面積の増加

62.8時間

8.2時間

⼤区画化による⽔田10アール
あたりの労働時間の短縮
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重点プロジェクト

２
林業の⽣産⼒強化
持続可能な社会に向けた｢あいちのスマート林業｣実現プロジェクト

・SDGs（持続可能な開発目標）は、2015年9月の国連サミットで採択された国際社会
の共通目標であり、達成に向けた取組を進めて行くことが求められている。

・本県のスギ・ヒノキ人工林の多くは利用期を迎えており、充実した森林資源を活用し
ながら若返りを図る循環利用を進めることが重要である。

・ICT等の新しい技術を活用する取組を推進し、木材生産・流通の効率化を図り、県産
木材の競争力を強化することが重要な課題となっている。

・第70回全国植樹祭の開催理念を継承し、木材の需要を拡大するため、
木造・木質化による「都市部における木材の利用」を進める必要がある。

●航空レーザ計測による詳細な森林資源情報や地形情報を一元管理するシステムの
開発・活用

●林道等の整備の推進や高性能林業機械の計画的で効率的な活用を促進
●ICTを活用した木材需給情報システム等の導入
●
●計画的かつ体系的な研修による林業技術者の育成

●木材の魅力発信及び木材利用の意義の理解促進
●乾燥材やJAS構造材など需要者が求める品質･規格に沿った製材品の安定供給体制強化
●木造・木質化に精通した技術者等との連携強化
● ・木質化の推進
● ・木質化を担う技術者の育成

本県の充実した森林資源を⽣かす｢伐る・使う→植える→育てる｣循環型林業は、
SDGs（持続可能な開発目標）の理念を体現し､持続可能な社会の実現に貢献す
るものです。この循環型林業を推進するため､ ｢スマート林業の推進｣と｢都市部
における⽊材利用の推進｣に取り組みます。

第4章｜プロジェクト

スマート林業の推進

県産⽊材⽣産量 １８.０万 （１３.９万 （2019年））

都市部における木材利用の推進

目 標

主な取組事項

プロジェクトの背景
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重点プロジェクト②

ｴﾘｰﾄﾂﾘｰ

通常のｽｷﾞ･ﾋﾉｷ

成長量が1.5倍以上

木材の生産情報

木材の需要情報

木
材
の
生
産
情
報

木
材
の
需
要
情
報

航空レーザ計測で取得した

地形、立木密度、林相など

森林情報等のクラウド化

ｴﾘｰﾄﾂﾘｰの生産技術の開発

ドローンでの苗木運搬

商業施設や

公共施設での活用

学童保育（名古屋市）

愛知トヨタ（名古屋市）

Aichi Sky Expo（常滑市）

子育て支援センター（豊田市）

ＩＣＴと森林情報

を活用した生産工

程管理、木材需給

マッチング
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・伊勢湾・三河湾など本県海域では、豊富な生産力を基に、多様な魚介類が漁獲されて
いる。

・近年、水温の上昇や海域の窒素やリンの減少など環境変化により、水産資源が大きく
変動している。

・資源変動に対応した、持続可能な水産業の実現が求められる。
・水産物の安定供給のため、漁業経営の改善を図ることが必要である。

●内湾域の干潟・浅場の造成や、渥美外海域での
魚礁漁場の整備により、水産資源の増大を推進

●冬季の波浪の影響を軽減する､砕石を用いた貝
類増殖場の造成により､アサリ資源の回復を推進

漁場の造成、栽培漁業の拡充や資源管理の強化、新しい増養殖技術の開発・導
⼊、漁業⽣産に必要な栄養塩量の確保など、新型コロナ等の不測の事態にもし
っかりと対応しうる漁業⽣産⼒の強化を推進します。

第4章｜プロジェクト

漁場や増殖場の造成

漁業産出額 ４１０億円（３９０億円（2014-2018平均））

貝類増殖場と砕石に付着したアサリ

干潟・浅場は、多くの生物の産卵、生育の場であるととも
にアサリなど水産資源の貴重な漁場でもあります。また、
多種多様な生物の活動により海水が浄化されるという機能
もあります。
県では、国などの関係機関と連携して良質な砂の提供を受
け、資源の増大と海の環境改善のため干潟・浅場の造成に
取リ組んでいます。

説解 干潟・浅場の造成

干潟・浅場の造成

目 標

重点プロジェクト

３
⽔産業の⽣産⼒強化
豊かな海の再⽣に向けた漁業⽣産⼒強化プロジェクト

主な取組事項

プロジェクトの背景
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重点プロジェクト③

●栽培漁業センターにおける新規魚種の生産など
栽培漁業の拡充

●魚種毎の資源状況調査の強化による、新しい漁
業法に対応した資源管理型漁業の推進

●水産資源の変動に対応する新しい増養殖技術の
開発・導入による漁業経営の改善

栽培漁業センターで生産した
クルマエビ放流種苗

水産資源の増大や有効利用

●秋冬期の下水道放流水のリン増加試験運転の実
施による水産資源へのリンの波及効果の解明

●採貝漁業やノリ養殖業など漁業生産の回復に必
要な栄養塩濃度の算定やその確保の推進

栄養塩不足により色落ちしたノリ（左）と
正常なノリ（右）

栄養塩量の確保

栄養塩量の確保

大きく

なれよ～

今年の資源量は

多いけど、小型の

魚が多いと推測

されます

資源管理型漁業の推進

小さい魚は

大きくなるまで

待とう

大きい網目

で小さい魚は

逃がすよ

干潟・浅場および
貝類増殖場の造成

魚礁漁場の整備

栽培漁業の拡充

新しい増養殖技術
の開発・導入
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主な取組事項

プロジェクトの背景
・Aichi Sky Expoのオープンなどにより本県を訪れる観光客の増加が見込まれる。
・本県には、全国有数の生産を誇る農林水産物が多くあるが、知られていないことも多

く、知名度を上げる必要がある。
・愛知県産農林水産物等の消費拡大運動である｢いいともあいち運動｣は、年々規模を拡

大しているが、 、取組を強化していく必要があ
る。

・新型コロナウイルスなどの影響による需要の減退から脱するため、ブランド化等によ
る需要の喚起と消費拡大に取り組む必要がある。

●品質の向上を図るとともに、農業団体等と連携したブランド化の取組推進
●トップセールスや各種メディアを活用した情報発信などによる県内外に向けたPR
●日本一の｢花の王国あいち｣を広くPRし、花きによるおもてなしや花贈り文化の普

及を推進
●インバウンド需要の高い名古屋コーチンやみかわ牛など、県産畜産物の需要拡大
●農産物の地域内流通網の構築を促進
●商談会に出展する事業者への支援等により､ＢtoＢでの新たな需要の拡大を促進
●第70回全国植樹祭の開催理念を継承した､｢都市部における木材の利用｣の推進

●農業観光ルートの創出等を通じたインバウンド需要の安定的な確保
●農山漁村が誇る地域資源の魅力をデジタル技術を活用して発信
● ｢半農半X ｣などによる農村地域への移住を支援

国内外から多くの観客が来県するアジア最⼤のスポーツの祭典であるアジア競技
⼤会等の機会を活用し､愛知県産食材等の供給やあいちの花によるおもてなしを
⾏い､また､愛知の魅⼒ある農山漁村を多くの人に訪れてもらうことで地域の活性
化につなげるため､県産農林⽔産物のPRや農山漁村の魅⼒向上に取り組みます。

第4章｜プロジェクト

県産農林水産物の需要拡大

県産農林⽔産物を優先して購⼊したい県⺠の割合25.0％（15.4％（2020年））

農山漁村の魅力の向上

目 標

重点プロジェクト

４
県産農林⽔産物の需要拡⼤と農山漁村の魅⼒向上
アジア競技⼤会に向けたあいちの農林⽔産業魅⼒向上プロジェクト
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トップセールスによる県産農林水産物のPR フラワーバレンタインをPRする
フォトスポット

「食」と「農」の関連事業者が集まる
県産農林水産物等の商談会

県産の和牛ブランド「みかわ牛」

重点プロジェクト④
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主な取組事項

プロジェクトの背景
・異常気象や南海トラフ地震などによる大規模自然災害発生等のリスクが高まっている。
・我が国最大級のゼロメートル地帯を抱え、高潮や津波による甚大な被害が想定される。
・農業水利施設の耐震・豪雨対策、治山施設や漁港の防災機能強化、海岸保全施設の耐

震・高潮対策が喫緊の課題となっている。
・森林や農地の持つ土砂災害防止等の防災機能を将来にわたって十分に発揮させるため

適切な整備・保全を進めていく必要がある。

●農業用排水機場を始めとする農業水利施設の耐震対策や機能低下の状況等に応じ
た更新・整備を推進

●農業用ため池の耐震対策や豪雨対策を｢愛知県防災重点農業用ため池防災工事等推
進計画（仮称）｣に基づき加速化

●治山施設の整備・機能の強化
●漁港施設の耐震・耐津波対策を推進
●海岸保全施設の耐震対策・高潮対策を推進

全国有数の農業県・日本⼀の産業県あいちを支える県⼟の強靱化を進め、安全
で安心できる農山漁村の豊かな暮らしを実現するため、ハード・ソフトを適切
に組み合わせた防災・減災対策を総合的に推進します。

第4章｜プロジェクト

防災･減災機能の向上（耐震化等の推進）

農山村地域の防災･減災面積 ５年間で６,５００ha

●間伐等の適切な森林整備を推進
●海岸防災林の維持・造成を推進
●多面的機能支払制度の活用により農地周辺の草刈りや水路の泥上げなどを行う地

域の共同活動を支援

森林･農地の多面的機能の維持

目 標

重点プロジェクト

５
農山漁村地域の防災・減災対策
安全･安心な暮らしを守る農山漁村地域防災･減災プロジェクト
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●被災後に排水機場を早期に稼働させるため、施設管理者の管理体制を強化
●ため池の管理者と連携し、ため池の適正な管理・保全を推進
●ハザードマップ等を用いた防災・

ソフト対策の充実

多⾯的機能⽀払制度により
地域の共同活動を⽀援

治山施設の
整備・機能強化

間伐等の森林整備

排水機場の耐震対策
・更新整備

ため池の耐震対策
・豪雨対策

漁港施設の
耐震・耐津波対策

海岸保全施設の
耐震対策・高潮対策

海岸防災林の
維持・造成

凡例

主な河川

主な農業用用水路

ゼロメートル地帯

農業用排水機場

農業用ため池

重点プロジェクト⑤
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１ 基本計画の推進
県は、農林水産業関係団体、

と役割を分担し、協働しながら、また
市町村との連携を図りつつ、基本計画
に掲げた施策を総合的かつ計画的に推
進します。

（１）県推進体制
県は、農林水産業関係団体、消費者団

体、学識者などで構成する「食と緑の
基本計画推進会議」を開催し、計画の
進捗確認を行うとともに、必要に応じ
て計画の見直しを行います。

（２）地域推進体制
各農林水産事務所は、市町村、地域の

農林水産業関係団体、地域の消費者団
体などで構成する「食と緑の基本計画
地域推進会議」を開催し、
や実情を踏まえた「食と緑の基本計画
地域重点推進プラン」を策定し、施策
を計画的に推進します。

（３）NPOなど多様な主体との協働
県は、施策の推進にあたっては､NPO

や企業、大学など多様な主体との積極
的な連携を図り、協働して取り組みま
す。

（４）市町村との連携・協力
基本計画の達成のためには、地域の特

とから、県は、施策の推進にあたって
は、市町村と密接に連携・協力して取
組を進めます。

（５）多様な手法による情報の発信
県は、SNSなど多様なメディアの活用、

情報の多言語化などにより、食と緑に
関する県や農林漁業者などの取組を広
く発信します。

２ 基本計画の進行管理
（１）年次レポートの作成

県は、基本計画の的確な推進を図るた
め、具体的な施策や事業の取組状況な
どをまとめたレポートを毎年度作成し、
進行管理を行います。

（２）評価
県は、基本計画に掲げた目標及び進捗

管理指標について、毎年度進捗を確認
し、評価するとともに、その結果を翌
年度以降の事業立案等に反映させてい
きます。

３ 基本計画の周知
基本計画を達成するためには、

人ひとりの取組が不可欠であることか
ら、県は、様々な機会を通じて、
への基本計画とその進行状況の周知に
努めます。

基本計画の達成に向けて第 章
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参考資料

＜「食と緑の基本計画2025」進捗管理指標 ⼀覧＞

｢食と緑の基本計画2025｣の施策の推進を図り、その進捗を確認・管理するため、第３章
の｢施策体系と主な取組｣に掲げた項目ごとに、以下の指標を設定しました。

柱１ 持続的に発展する農林⽔産業の実現

項 目 指 標 現状値（実績）

（１）意欲ある人材の確保・育成
①新規就農者数
②基幹経営体数
③新規林業就業者数
④海面漁業･養殖業経営体あたりの産出額

５年間で1,000人
4,000経営体
５年間で200人
8,300千円

258人／年①

4,173経営体②

35人／年①

7,568千円①

（２）⽣産性の⾼い農林⽔産業の基盤を作る取組の充実
⑤研究成果の件数

うち農業技術等
うち林業技術等
うち⽔産業技術等

⑥農地や農業⽔利施設などの整備・更新面積
⑦森林経営計画新規策定面積
⑧漁場の整備面積
⑨担い⼿への農地集積面積
⑩農業⽣産⼒の維持・強化に向けた産地

の取組実施数
⑪畜産クラスター事業に参画する取組主体数
⑫愛知県栽培漁業センターにおける種苗

の⽣産数量
⑬畜産農家に対する飼養衛⽣管理基準の

遵守指導割合

５年間で50件
５年間で18件
５年間で25件
５年間で9,000ha
５年間で8,000ha
５年間で196ha
36,900ha
５年間で125取組

５年間で20⼾
40,000千尾(個)

100％

10件／年①

４件／年①

５件／年①

2,185ha／年①

1,820ha／年①

27ha／年①

27,882ha②

26.0取組／年①

4.2⼾／年①

29,248千尾(個)②

100％②

（３）新たな需要を創造し持続可能な農林⽔産業の実現
⑭加⼯・業務用の野菜の出荷量
⑮東京都中央卸売市場における県産主要農

産物の平均市場占有率
⑯県産農林⽔産物等の輸出商談成約率
⑰資源評価の魚種数

60,000t
17％

35％
27魚種

57,000t②

17％②

25％①

17魚種②
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「食と緑の基本計画2025」進捗管理指標 一覧

柱２ 農林⽔産の恵みを共有する社会の実現

項 目 指 標 現状値（実績）

（１）農林⽔産業を理解し⾝近に感じる活動の推進
⑱「いいともあいち運動」を知っている

人の割合
⑲花の王国あいちの県⺠認知度
⑳県等が実施するイベントや農林漁業体

験の参加者数
 食育推進ボランティアから食育を学ん

だ人数

28％

50％
毎年185千人

毎年120千人

22.7％②

33.5％②

146千人②

109千人／年①

（２）災害に強く安全で快適な環境の確保
 農業用ため池の耐震対策等による防

災・減災対策面積
 農業用排⽔機場の耐震整備等による防

災・減災対策面積
 山村地域の防災・減災対策面積
 農林道の整備・保全延⻑

うち農道
うち林道

 森林・農地・干潟浅場の整備・保全面積
うち森林
うち農地
うち干潟浅場

５年間で1,100ha

５年間で3,400ha

５年間で2,000ha

５年間で20km
５年間で60km

毎年 4,000ha
毎年 19,000ha
5年間で45ha

348ha／年①

622ha／年①

427ha／年①

8.9km／年①

12.6km／年①

3,160ha／年①

21,884ha／年①

4.9ha／年①

（３）地域住⺠や関係人⼝によって支えられる活⼒ある農山漁村の実現
 三河山間地域及び離島の観光客数
 森林・農地・漁場の保全活動面積

うち森林
うち農地
うち漁場

毎年713万人

毎年200ha
毎年31,800ha
毎年5,200ha

713万人／年②

199ha／年①

35,397ha／年①

5,153ha／年①

①…前計画期間(2016 )の年平均値
②…直近単年度の現状値・実績値

※ 現状値（実績）は
下付きの数字によって
次の２パターンで整理
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＜「食と緑の基本計画2025」のSDGs達成への貢献＞

食と緑に関する取組はSDGsの達成に貢献します。ここでは、主なゴールを取り上げ、
｢食と緑の基本計画2025｣の施策がどのように貢献できるのかをまとめました。

ゴールに向け、生産性の向上、気候変動等への適応、持
続可能な食料生産システムの確保などに取り組む必要が
あるとされています。

計画では、生産性の向上に資するスマート農業技術の現
場への実装や新品種等の開発などに取り組み、農業の生
産力や持続可能性の維持・向上をめざします。

ゴールに向け、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あら
ゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を
行うとされています。

守るため、ハード・ソフトを適切に組み合わせた防災・
減災対策を総合的に推進します。

ゴールに向け、若者や障害者を含む全ての男性及び女性
の、雇用及び働きがいのある人間らしい仕事等を達成す
るとされています。

計画では、農業の労働力不足を解消するとともに、障害
のある方が農業の分野で生き生きと活躍できる社会の実
現に向けて農福連携を推進します。

ゴール２ 飢餓をゼロに

気候変動による夏期の高温にも
適応できる水稲高温耐性品種

あさひの夢

愛知135号

ゴール８ 働きがいも経済成⻑も

ゴール11 住み続けられるまちづくりを

農福連携により農業生産施設で
野菜苗の定植に励む障害者

ゼロメートル地帯の排水機場に
設置された緊急避難用の階段

参考資料
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「食と緑の基本計画2025」のSDGs達成への貢献

ゴール12 つくる責任つかう責任

ゴール14 海の豊かさを守ろう

ゴール15 陸の豊かさも守ろう

回復傾向にあるハマグリ資源

量販店でのいいともあいちフェア
（地産地消の推進）

伐採後の植林による森林資源の持続的な利用

ゴールに向け、自然と調和したライフスタイルに関する
情報と意識を持つようにするとされています。

計画では、農林漁業を応援・体験する機会の提供や、食
育を通じた健全な生活、「いいともあいち運動」による
地産地消の推進などに取り組んでいます。

ゴールに向け、水産資源を各資源の生物学的特性によっ
て定められる最大持続生産量のレベルまで回復させると
されています。

計画では、漁場の造成、栽培漁業の拡充や資源管理の強
化、新しい増養殖技術の開発・導入、漁業生産に必要な
栄養塩量の確保など漁業生産力の強化を推進し、水産資
源の増大をめざします。

ゴールに向け、持続可能な森林の経営や森林減少の阻止、
生物多様性の保全・回復などへの取組を促進するとされ
ています。

計画では、循環型林業や森林整備の推進により、森林資
源の持続的な利用と森林の保全、森林の持つ多面的機能
の維持・増進に取り組みます。

59



＜「食と緑の基本計画2020」の取組成果と課題の整理>

｢食と緑の基本計画｣は2005年２月に第1期計画を策定して以降、５年毎に前計画の実績や
農林水産業の動向等を踏まえて新たな計画を策定しています。｢食と緑の基本計画2025｣
は、2016年から2020年までを計画期間とした｢食と緑の基本計画2020｣の取組の成果を引
き継ぎ、また、取組を通じて明らかとなった課題を踏まえた計画となっています。

ここでは、｢食と緑の基本計画2025｣の策定を進めるにあたって整理した、｢食と緑の基本
計画2020｣の成果と課題をまとめています。

《｢食と緑の基本計画2020｣の施策体系》
取組成果と課題の整理は以下に示す｢食と緑の基本計画2020｣の施策体系に基づいて
行いました。

食
と
緑
が
支
え
る
県
民
の
豊
か
な
暮
ら
し

《柱１》競争⼒の⾼い農林⽔産業の展開による食料等の安定的な供給の確保
（１）あいちの強みを⽣かした技術による品質や⽣産性の向上
（２）マーケットインの視点に⽴った⽣産・流通の改善と需要の拡⼤
（３）意欲ある人が活躍できる農業の実現
（４）資源を⽣かす林業の実現
（５）持続可能で活⼒ある⽔産業の実現
（６）食の安全・安心の確保と環境への配慮

《柱２》農林⽔産業への理解の促進と食料等の適切な消費の実践
（１）農林⽔産業を理解し⾝近に感じる活動の推進
（２）食育の推進による健全な食⽣活の実践

《柱３》自然災害に強く緑と⽔に恵まれた⽣活環境の確保と元気な地域づくり
（１）災害に強く安全で快適な⽣活環境の確保
（２）森林・農地・漁場の有する多面的機能の発揮
（３）農林⽔産業を核とした元気な地域づくり

参考資料
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柱１（１）あいちの強みを生かした技術による品質や生産性の向上
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○農業分野ではICT等の先端技術を活用した新技
術等を39件(2016-2018年)開発したほか、 間
企業等と連携した共同研究を59件実施した。

○林業分野ではシカ害対策支援等のアプリケー
ション２件やスギ挿し穂のコンテナへの直挿
しによるコンテナ苗生産技術を開発した。

○水産業分野ではアサリ稚貝の定着を促進する
漁場造成技術等を５件開発した。

○新技術が普及するにはコストに見合う効果が
得られることが不可欠。スマート農業に係る
各種技術の現場実証が進む中、費用対効果が
不明瞭な技術もあり、コストの把握や経営収
支分析が不十分である。

○林業分野では、成 が早く短期間での収穫が
期待されるエリートツリーや早生樹の種子生
産技術、スマート林業に関する試験研究を進
める必要がある。

○「あいち型植物工場」の拠点づくりを進め、
12地区（60産地、計76.1ha）においてICTを
活用した環境モニタリング装置の導入やデー
タ共有が図られ、平均収量が２割増加した産
地や厳寒期の収量が３割増加した産地があり、
増収効果が認められた。

○「あいち型植物工場」の取組は主に事業で導
入した拠点に留まっており、産地全体への普
及に至っていない。新しい技術である上、高
度な技術を指導できる人材が不足している。
また、施設園芸の生産力を強化するため、主
要10品目以外の品目においても、「あいち型
植物工場」の技術の実証を進めていく必要が
ある。

○農業分野では病害抵抗性を有する水稲「中部
１３８号」等７件の農作物、肉用名古屋コー
チン等２件の畜産物で新品種・新系統を開発
した。新品種・新系統は普及指導計画に位置
づけ、現場適応性の確認や地域への普及を図
っており、「きぬあかり」については、実需
者等関係者と連携し、生産から流通までの各
段階において品質や認知度の向上に取り組ん
だ結果、多収性品種として県内の約９割で栽
培されるに至った。

○地球温暖化による農業生産、漁業への影響が
懸念されることから、対応を加速化する必要
がある。

○園芸作物（農業）、きのこ（林業）の開発品
種の普及が進んでいないことから、 間との
共同研究を行う等、出口戦略を見据えた品種
開発を行う必要がある。

○水産業分野では高水温耐性ノリ種苗など２件
の新品種を開発した。

○主要水産物であるアサリ、ウナギ、ノリなど
の試験研究を引き続き進めるとともに、水産
業の多角化を進めるため、新たな貝類資源と
して、ハマグリの種苗生産技術、基幹となる
養殖品種としてワカメの種糸生産技術を早期
に開発する必要がある。

柱１（２）マーケットインの視点に立った生産・流通の改善と需要の拡大
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○強い農業づくり交付金等の国の補助事業を活
用し、生産体制強化や集出荷機能の改善に向
けた産地の取組を支援（約12億円(2016-2019
年)）した。

○TPP11や日米貿易協定の影響が懸念されるな
か、計画的に生産体制強化を進め、国際競争
力の強化に継続して取り組む必要がある。

○品質や性能の明確な製材品を供給する木材加
工施設等の整備を支援した。

○ICTを活用した省力・効率化による木材生産の
生産性の向上が必要である。

○県６次産業化サポートセンターを設置し、農
林漁業者の６次産業化を支援。六次産業化法
に基づく総合化事業計画の認定数は81件で全
国８位、農業生産関連事業の年間総販売金額
は594億円で全国12位。

○６次産業化は法施行後９年が経過し、強い意
欲のある生産者は概ね認定を受けている。６
次産業化に取り組んでいる事業者は必ずしも
所得が向上しておらず、６次産業化に取り組
む事業者の経営改善・発展を図っていく必要
がある。

「食と緑の基本計画2020」の取組成果と課題の整理
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柱１（３）意欲ある人が活躍できる農業の実現

○県産品のブランド力強化に向け首都圏でのト
ップセールスの開催や名古屋コーチンや花き、
茶などのリーディング品目の知名度向上の取
組を実施。またあいち花フェスタの開催等に
よ り 、 “ 花 の 王 国 あ い ち ” の 認 知 度 が 向 上
（ 12.7 ％ (2015 年 ) → 22.9 ％ (2018 年 )
→33.5%(2020年)）した。

○消費者向けの県産農林水産物のブランド力強
化の取組について、紙媒体やイベント開催に
加え、SNSなど時代に即した手法によるＰＲ
にも力を入れるとともに、Ｂ to Ｂでの県産品
の利用増大に向けた検討をする必要がある。

○花きは店頭での産地表示の義務が無い。また、
ブランド化しても県内での供給体制が整って
いない。県産花きを選択的に消費者等に購入
してもらえる仕組みの検討が必要である。

○新型コロナウイルス感染症の影響による経済
の停滞等により、一部の農林水産物で需要が
低下。農林漁業者への経営支援や需要の回復
などに速 やかに取り組むとともに、電子商
取引等の“新しい生活様式”に対応した新たな
取組への対応も必要である。

○建築物の木造・木質化に対する支援（公共施
設 ４ 件 （ 2016-2019 年 ） 、  間 施 設 ８ 件
（2019年））や住宅関連イベント等でのPR
（5回（2019年））を実施した。

○木材の利用が進んでいない飲食店やショッピ
ングセンターなどの 間施設での 材利 促
進が必要である。

○県産農林水産物等の輸出促進に向け、商談会
の出展支援や外国人の嗜好調査の実施、国際
園芸博覧会への出展、訪日外国人旅行客向け
の情報発信などに取り組み、かきや鶏卵、大
葉、鉢花などで輸出が増加した。

○加  品に 較して 果物の輸出の伸びが弱
い。また、検疫等による制約の少ない香港や
シンガポールにおいて、日本産農林水産物同
士の競争が激化している。

○インバウンドに対応可能な県産農林水産物の
販売店や観光農園などが少なく、懸念される
チャンスロスへの対策が必要である。

主な取組の成果 明らかとなった課題等

○県内８か所に農起業支援センターを設置し、
就農相談や就農後の個別巡回等を実施。新規
就農者を年平均249名(2016-2019)確保した。

○JA愛知中央会内に農業経営相談所を設置する
など農業経営の法人化を推進し、これまでに
762法人(2020年)を確保した。

○新規就農者の確保が計画どおりに進む一方で、
農業就業  の減少に  めがかからず、高
齢化も進んでいる。我が国全体の人口が減少
する中、新規就農者の確保には引き続き取り
組むとともに、労働生産性の向上に向けた規
模拡大や法人化、ICT等先端技術の導入を進め
る必要がある。

○県農業大学校での農業者向け研修として、若
手を対象としたニューファーマーズ研修やベ
テランを対象とした愛知農業次世代リーダー
塾を開催。また、定年帰農者の受け皿となっ
ている各地の農業塾へ指導者派遣を行った。

○労働力確保対策の一環として、農業支援外国
人の受入れ（派遣人数19人(2019年)）や農福
連携（研修参加人数：延べ315人(2018-2019
年)）に向けた取組を推進した。

○農業経営者等、従来型の“担い手”の確保・育
成に加え、今後は労働力として法人経営体に
雇用されて農業に従事する者を、年齢や性別、
国籍、障害の有無などに関わらず、幅広く確
保する必要がある。新型コロナウイルス感染
症の影響により発生した失業者を農業分野に
呼び込む動きも見られ、マッチングの取組が
必要である。

○産地活性化に向けた関係者の話し合いにより
作成する“産地戦略”は県内44産地で作成され、
戦略の実現に必要な技術実証や担い手育成に
各産地が取り組んでいる。

○産地活性化に向けて作成した産地戦略の見直
し・高度化（PDCAサイクル）を持続的に行
う必要がある。また、戦略の中核を担う経営
体の育成が必要である。

○畜産クラスター協議会はこれまでに28設立さ
れ、生産施設の整備や各種機械導入による生
産基盤強化が図られている。

○畜産について、生産施設の整備による規模拡
大が両半島や新城設楽など一部の地域に留ま
っており、県内全域での実施には至っていな
い。

参考資料
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柱１（４）資源を生かす林業の実現
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○市町村に対し森林情報の提供や森林整備地域
活動支援交付金の交付を行い、森林施業の集
約化を促進した。

○森林境界が不明確であることから、森林施業
の集約化や森林経営計画の策定が進まない事
例があったため、引き続き森林境界の明確化
や森林所有者情報を整備する必要がある。

○循環型林業推進事業により、循環型林業のモ
デルとなる67haの主伐を実施した。また、循
環型林業技術ガイドラインを作成し、循環型
林業の普及・定着に取り組んだ。

○森林所有者の主伐・再造林の意欲を向上して
循環型林業を推進するため、施業の集約化・
省力化など生産性の向上に引き続き取り組む
必要がある。

○伐採した木材の有効利用に向け、燃料等のバ
イオマス利用や、合板・集成材への利用につ
いて実証調査を実施した。

○今後も伐採木の有効利用を進める必要がある。

○愛知県林業労働力確保支援センターと連携し
た就業相談活動等により、新規林業就業者を
140名(2016-2019年)確保した。また、県森
林・林業技術センターにおいて林業従事者向
けの研修を実施した。

○新規林業就業者の確保については、引き続き
就業相談会を実施するとともに、林業の魅力
発信、新規就業者の定着支援が必要。また、
林業労働災害ゼロの実現に向けた取組につい
ても実施していく必要がある。

○林業経営体の基盤強化を図るため、国の補助
事業を活用し、高性能林業機械を13台導入
(2016-2019年)した。

○ 間林業事業体の 性能林業機械導 を更に
進めるため、補助事業による購入支援やレン
タル経費支援が必要である。

○森林経営計画の策定（7,281ha(2016-2019年
)）を促進した。

○森林所有者が自ら管理することが難しい森林に
おいて、森林経営計画の策定が進まないケース
があるため、森林経営管理制度に基づく市町村
への経営管理の委託の活用を推進する必要があ
る。

○林道や森林作業道の開設による林内路網の整
備（64km(2016-2019年)）を進めた。

○木材生産の基盤となる林道や森林作業道につ
いては、引き続き整備を推進する必要がある。

○2016年から2019年に解消された荒廃農地は計
1,712haとなった。また、農地中間管理事業等
に よ る 担 い 手 へ の 農 地 集 積 面 積 は
27,882ha(2019年)で全耕地面積の37.6％を占
めている（集積目標面積：62,600ha）。

○高齢農家の離農等により荒廃農地は今後も増
加が懸念される。また、担い手への集積・集
約化は全国に比較して進んでいない（本県：
37.6％、全国：57.1％）。制度の見直しが図ら
れた農地中間管理事業の活用を中心に、農地
の集積・集約化を一層進めていく必要がある。

○農地の大区画化・汎用化や農業水利施設等の
 寿命化に取り組み、4年間（2016-2019年）
で8,740haの農業生産基盤の整備を行った。

○農業の生産性を維持するためには、農業用の
水路や用排水機等の農業水利施設の機能確保
が不可欠であるため、老朽化が進む農業水利
施設の整備・更新や 寿命化を着実に推進す
る必要がある。

○大規模農家の育成、高収益作物の導入促進、
ICTを活用したスマート農業などの新たな農業
展開（ソフト施策）を想定した生産基盤整備
（ハード整備）が求められている。今後、ハ
ード整備の推進にあたってはソフト施策に係
る関係機関との連携強化が必要である。

「食と緑の基本計画2020」の取組成果と課題の整理
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柱１（５）持続可能で活力ある水産業の実現
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○アサリなどの生育の場となる内湾の干潟・浅
場の造成と、外海の魚礁漁場整備の一体的な
整備(108ha)を計画的に実施した。

○県管理の11漁港及び市町が管理する11漁港の
耐震化や 寿命化を推進したほか、漁村の活
性化に資する水産物鮮度保持施設等の共同利
用施設の整備(45件)を推進した。

○アサリ漁獲量は依然として低水準であり、漁
場生産力強化のため干潟・浅場や貝類増殖場
の造成を引き続き進める必要がある。

○ 水 産 資 源 の 増 大 を 図 る た め 、 毎 年 目 標 数
（28,700千尾）以上の種苗を生産し、漁業者
と連携して栽培漁業を推進した。

○栽培漁業について、新規魚種生産や増産など
の漁業者要望に対応するため、 寿命化や新
たな施設整備が必要である。

○2018年10月に就航した新たな漁業調査船「海
幸丸」により、底びき網対象種の資源調査を
行うなど、資源調査体制を強化した。

○漁業法改正に伴う新たな資源管理制度（漁獲
可能量(TAC)による管理）に対応するため、
資源調査の更なる強化が必要である。

○海域の栄養塩類の適切な管理の実現について
漁業者からの強い要望を受け、2017年度から
下水道の放流水リン濃度増加に係る試験運転
を開始した。

○海域の栄養塩類の適切な管理の実現に向けて、
関係機関が科学的知見に基づき協議できるよ
う、調査体制の強化が必要である。

○海面漁業経営体数が大きく減少しているため、
アサリ資源の回復や新たな貝類資源の増大、
新たな養殖業の導入促進、ノリの食害対策な
ど既存漁業種類の所得向上と漁業経営の多角
化を図る取組が必要である。

○漁業就業希望相談への対応や、若い世代に向
けた漁業への理解促進を狙った取組を行う他、
漁業への理解促進を狙った取組を行う他、漁
村のリーダー育成を図り、漁業士を18名(2016
ｰ2019年)認定した。

○新規漁業就業者数は平均16名(2016ｰ2019年)に
とどまっており、新規就業者を増やす取組を
引き続き行うとともに、漁業経営の改善に向
けた。

○漁協の経営については、組合員の減少や販売事
業の減少などにより悪化しており、事業統合や
合併などによる経営基盤強化が課題となってい
る。

柱１（６）食品の安全・安心の確保と環境への配慮
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○食品関連事業者等を対象とした食品表示に関
す る 普 及 啓 発 研 修 会 を 開 催 （ 159 回 (2016-
2019年)）したほか、事業者に対する表示の遵
守状況調査、指導などを実施した。

○法改正に伴い全ての加工食品に原料原産地表
示が義務化される（経過措置期間：2022年３
月31日）が、対応が進んでいない事業者があ
るため周知・指導が必要である。

○JGAP基礎研修を受講した農業改良普及指導員
85名をJGAP指導員として配置し、これまでに
67件153農場が各種GAP認証を取得した。

○コスト面での課題は残るものの、実需者の要
請によりGAP対応農産物の需要は今後高まる
と見込まれる。オリパラ後の愛知県GAPのあ
り方について検討が必要である。

○県内全ての牛、豚及び家きん飼養農場に立入
り（3,926回(2016-2018年)）を実施し、飼養
衛生管理基準の遵守状況の確認や、改善のた
めの指導等を実施した。

○豚熱対策を進めるとともに、海外で発生して
いるアフリカ豚熱など、伝播力の強い家畜伝
染病に対しても、発生予防・まん延防止に万
全を期す必要がある。
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○貝毒原因プランクトンの動向調査を月１回以
上実施。また、毎年３ ５ にはアサリを対
象に貝毒の検査を42回（６海域×７回）実施
した。

○貝毒検査についてはこれまでのマウス法だけ
でなく機器分析法の導入が検討されており、
国や他県との情報交換を密に行い、迅速に対
応する必要がある。

○食品製造施設等に対するHACCP導入研修（27
施設）、実地指導（５施設）を実施し、食品
営業者の自主管理を推進した。

○法改正に伴い全ての食品等事業者にHACCPに
沿った衛生管理が義務化されるため、個別相
談会の開催等による対応支援や食品衛生責任
者の育成を進める必要がある。

○エコファーマーの取組は定着し、新規累計認
定者数は5,703人(2019年)。県有機農業推進計
画を改訂(2015年)し取組を強化して以降、有
機農業に取り組む農業者は着実に増加（170 
(2014年)→371 (2019年)）し、取組面積は県
耕地面積の0.45％まで拡大した。

○エコファーマー認定のメリットが少なく有効
認定者数は年々減少している。

○新規就農者を中心に有機農業に意欲を持つ農
業者が増えているが、必要な知識や技術が広
範にわたることから指導者が不足している。
熟練有機農業者とのマッチングによる技術の
伝承と、有機農業が指導できる人材の育成を
進める必要がある。

○家畜排せつ物の適正処理に向け畜産農家への
立入検査等を実施したほか、規模拡大や作業
効率化に伴う家畜排せつ物処理高度化施設の
整備（85件(2016-2019年)）を推進した。

○家畜排せつ物法の施行から20年が経過し、畜
産農家等における処理施設の老朽化が進んで
おり、計画的な設備の更新が必要である。

○畜産においては、地域の中核を担う経営体を中
心に規模拡大が進展しており、規模に見合った
家畜排せつ物処理高度化施設の整備が必要であ
る。

柱２（１）農林水産業を理解し身近に感じる活動の推進
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○いいともあいちネットワーク会員は順調に増
加し1,649会員(2019)となっている。“あいち
の農林水産フェア”を始め、“いいともあいち
地域サロン”、“イオンいいともあいちフェア”
など多数の関連イベントを開催。また、メー
ルやフェイスブックなどの各種媒体を用いて
会員の取組や イベント情報などを多数発信
している。

○いいともあいち運動については、ネットワー
ク会員と消費者のつながりを深化させる必要
がある。また、会員企業が運動のシンボルマ
ークを自社商品に刷り込んで販売する事例の
ように、県主導から 間主導へ、自律的に運
動が盛り上がる機運を高める必要がある。

○新型コロナウイルス感染症の影響で消費が落
ち込んだ県産農林水産物の需要回復・消費拡
大に向け取り組む必要がある。

○４Ｈクラブや 年農業 、農村輝きネット・
あいちなどの農業者団体が地域住 を対象に
取り組む農業体験や食文化継承の取組を、団
体の運営支援を通じて促進した。

○農業就業人口の減少に伴い、農業理解や食の
伝承などの団体活動を支える人数は減少傾向
にあることから、対策を検討する必要がある。

○第70回全国植樹祭や関連行事を県内各地域で
開催した。

○全国植樹祭の開催理念を継承し、木材の魅力
発信や木材を利用することの意義についての
普及啓発が必要である。

○県 や企業、NPOなどとの協働により、緑化
の普及啓発に努めた。

○多くの県 が  林の保全活動に参加できる
よう、指導者の養成を図る必要がある。

「食と緑の基本計画2020」の取組成果と課題の整理
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柱２（２）食育の推進による健全な食生活の実践
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○「愛知県食育推進会議」が作成した「あいち
食育いきいきプラン2020」に基づき、学校、
職場、地域などあらゆる場所で食育に係る取
組を推進するとともに、毎年度「あいち食育
いきいきレポート」を作成し公表している。

○「あいち食育いきいきプラン2020」では27の
数値目標を設定しているが、目標を達成した
項目は３つ(2019年)にとどまっている。

○県内各地域で様々な食育活動を行う“愛知県食
育推進ボランティア”を登録し、乳幼児から高
齢者に至る全世代に対して食育を行っている。
ボランティアの登録数は1,004名(2019年)とな
っており、ボランティアから食育を学んだ人
数は毎年10万人以上に達している。

○各農林水産事務所単位でボランティアの研修
交流会を実施し、資質の向上やボランティア
間の連携を図った。

○ボランティアの登録数は増加しているが、活
発に活動しているボランティアは限られてい
る。ボランティアの活動を広げるために、ボ
ランティアの周知やマッチングを進める必要
がある。

○学校での食育の推進は極めて重要であるが、
学校におけるボランティアの活用は限定的で
あり、十分に普及していない。教育現場にお
けるボランティアのニーズの把握や活用の推
進が必要である。

○学校給食における地産地消の推進に向け、
「愛知を食べる学校給食の日」や「わが家の
愛であ朝ごはんコンテスト」などを実施した。
また、 市町村との意見交換会や県域での検
討会議を開催し、学校給食における県産農林
水産物の活用に関する課題の確認等を行った。

○学校給食における県産食品数の利用割合が
2014年から2018年まで減少傾向となった後、
2019年には再び増加している。これまでも、
学校給食に必要な量の確保や規格・サイズの
統一が困難、価格面で折り合わないなどの問
題がある中、安定して県産食品が利用される
環境づくりに向けて対策を講じる必要がある。

○小学生を対象とした水産出前授業やアユ等の
放流体験、中学生を対象とした水産教室など、
若い世代に水産業を身近に感じてもらうイベ
ントを年間16回行った。

○小学校などからの水産出前授業のニーズは高
く、若い世代への水産業の理解促進を進めて
いくため、出前授業の実施とともに、より多
くの児童等に普及啓発を図るよう効率的な実
施方法を検討する必要がある。

○市町村や小学校に対し、「食育のための農林
漁業体験学習実践マニュアル」を配布。また、
体験学習の実施を支援する“地域協力者一覧”
を毎年更新し活用を促している。

○学習指導要領の改訂に伴う新たな教科の導入
等で、学校では農林漁業体験を行う時間の確
保が難しくなりつつある。学校教諭が体験活
動を授業に取り入れやすくなるよう、学校の
ニーズを把握し、マッチング体制を構築する
必要がある。

○昭和40年から継続する学校花壇コンクールに
121校(2019年)が参加。また、2013年度から
小学校での「花育教室」の開催に６年間取り
組んだほか、指導者となる“花育ティーチャ
ー”の登録を推進。学校と花育ティーチャーの
マッチングを行っている。

○花育の概念が浸透し、「花育教室」の開催も
各地で増えつつある。 間主導の花育を推進
していくため、花育ティーチャーの登録や活
用支援を進める必要がある。

○都市農村交流の拠点としての産地直売所の活
性化に向け、課題解決型のモデル事業を県内
５直売所で実施し、得られた成果（課題解決
の具体的手法や直売所運営に係るスタッフの
意識改革など）について横展開を図った。

○産地直売所が抱える課題は地域によって様々
であるが、生産者と消費者の交流はまだ十分
とはいえないため、さらなる交流に向け取り
組む必要がある。
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柱３（１）災害に強く安全で快適な生活環境の確保
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○森林や山間集落を山地災害から守る治山施設
を整備した。また、間伐等の森林整備を推進
した。

○豪雨等により近年頻発する自然災害に対応す
るよう、引き続き治山施設の整備や間伐など
の森林整備を進める必要がある。

○農業用ため池の決壊による被害を未然に防止
するため、４年間(2016-2019年)で1,393haの
ため池の耐震・豪雨対策を推進した。

○ため池が決壊した際に家屋や公共施設などに
被害を与えるおそれのある「防災重点農業用
ため池」が1,144箇所あり、このうち未整備や
診断未了のものが約半数あるため、ハード・
ソフトの両面から早期に対応する必要がある。

○農地や農村集落などを浸水被害から守るため、
農業用排水機場の耐震化や更新整備を４年間
(2016-2019年)で2,486ha推進した。また、浸
水・津波対策として排水機場の屋上等へ避難
するための階段などを４年間(2016-2019年)で
６箇所整備した。

○県内の基幹的排水機場230機場のうち、2020年
4月時点において、建設後30年以上経過し、整
備が未了である機場が62機場あることから、
引き続き排水機場の耐震化や更新整備を着実
に推進する必要がある。また、避難階段など
についても、排水機場の更新整備にあわせる
などして、着実に推進する必要がある。

○地震、高潮などによる被害を防止するため、
４年間(2016-2019年)で2.1kmの海岸保全施設
の地震・高潮対策などを計画以上の進捗で推
進した。

○県内の農地海岸における地震・高潮対策が必
要な区間26.1kmのうち、2019年度末までに
12.1kmの対策が完了したが、引き続き海岸保
全施設の地震・高潮対策を着実に推進する必
要がある。

○県管理の11漁港及び市町管理の2漁港において、
耐震・耐津波対策を推進した。

○漁港施設の耐震診断の実施や強化岸壁の整備
などにより、拠点となる漁港の耐震化に引き
続き取り組む必要がある。

○農林業の振興を図るだけでなく、農山村地域
の交通環境の改善にも資する、農道や林道に
ついて、４年間(2016-2019年)で48.1kmの整
備保全を推進した。

○農道や林道は、農作物や木材の運搬の効率化
だけでなく、農山村地域の生活道路として重
要な役割も担うことから、引き続き整備保全
を進める必要がある。

○生活排水処理施設の整備保全（生活排水処理
人口約13,000人(2016-2019年)）や農業水利施
設を活用した環境整備（２箇所(2016-2019年
)）を行い、農村地域の水質改善や快適な生活
環境の整備を推進した。

○平成初期頃に整備された農業集落排水施設の
老朽化が進んでおり、計画的な更新整備が求
められるとともに、施設の維持管理の合理化
を図るため、処理場の統合や下水道への接続
についても検討を進めていく必要がある。ま
た、農業水利施設を活用した環境整備につい
ても、着実に推進する必要がある。

○「あいちの郷土料理レシピ50選」を作成(2016
し、Web公開や市町村、各図書館への配布な
どにより周知を図った。また、郷土料理に係
るシンポジウムの開催、ボランティアを対象
とした料理講習会などを実施し、食文化の継
承に取り組んだ。

○郷土料理等の地域の食文化は数多く存在して
いるが、次世代への継承が十分に行われてい
ないため、啓発等の取組を続ける必要がある。
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柱３（２）森林・農地・漁場の有する多面的機能の発揮
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○造林事業等による間伐等の森林整備（12,640ha
（2016-2019年））及び松くい虫等の森林病害
虫の防除を実施した。

○「あいち森と緑づくり税」を活用した、森林や
里山林などの整備・保全及び都市の緑の整備、
環境活動への理解促進、県産木材の利用促進な
どを実施した。

○森林の多面的機能を適切に発揮させるために、
引き続き「あいち森と緑づくり税」や造林事業
などを活用した、間伐等の森林整備を実施する
必要がある。

○森と緑づくり事業で整備した里山林で、保全・
活用が十分に行われていないところがあり、活
動を広めていくため既存の活動団体等との横の
つながりを強化する必要がある。

○企業の森づくりや  林整備などを県 との協
働により実施した。（約200ha／年）

○引き続き、地域住 や各種団体などと協働し森
林や里山林の保全活動を推進する必要がある。

○多面的機能支払制度を活用し、農業者や地域住
 で構成する活動組織が う農地等の保全活動
（約33,000ha／年）を支援した。

○多面的機能支払制度の活動組織において、高
齢化等による後継者の確保が難しくなってい
るため、組織の広域化や土地改良区との連携
による体制強化が必要である。

○三河湾において、魚介類の生育の場であると
ともに水質浄化機能を有する干潟・浅場の造
成を計画どおり実施（20ha(2016-2019年)）し
た。

○アサリ漁獲量は依然として低水準であり、漁
業生産力強化のため干潟・浅場の造成を引き
続き進めなければならないが、造成に必要な
良質な砂の確保が困難なため、他機関等との
連携を進める必要がある。

○中山間地域等直接支払制度を活用し、集落協
定の締結と地域の実情に応じた農業生産活動
の継続により農用地の耕作放棄を防止した。
取組面積は直近10年間程度は約2,000haで横ば
いとなっており、対象面積の80％(2019年)を
占めている。

○農家の高齢化等による集落協定参加者の減少、
集落活動の衰退が懸念されるため、直接集落
に対応する市町村への助言を通じて、協定の
広域化（複数集落で農地を維持していく活
動）等により集落活動が維持されるよう支援
する。

○環境直接支払制度を活用し、堆肥施用や有機
農業など、地球温暖化防止と生物多様性の保
全に効果の高い農業生産活動（約400ha/年）
を支援した。

○環境直接支払制度について、2018年度に事業
要件が変更（国際水準GAPの実施等）された
ことにより取組面積が減少した。また、2020
年度から有機農業の定義（国際水準化）等さ
らに要件変更されることから、事業に取り組
む農業者への指導が必要である。

○水産多面的機能発揮対策事業により、干潟・
藻場・河川の保全活動を行う活動組織への支
援を行っており、活動組織数は拡大（12組織
(2016年)→15組織(2019年)）した。

○水産多面的機能発揮対策事業の支援について、
突発的に発生する課題に迅速に対応するため、
国、県、市町村の連携調整が必要である。

柱３（３）農林水産業を核とした元気な地域づくり
主な取組の成果 明らかとなった課題等

○県６次産業化サポートセンターを設置し、農林
漁業者の６次産業化を支援。法に基づく総合化
事業計画の認定数81件中、11件が中山間地域で
の認定となっている。

○中山間地域は人口減少により６次産業化に取り
組む担い手が不足しているため、地域全体で６
次産業化に取り組めるよう支援する必要がある。

参考資料
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○農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進
を図り、売電収入が得られる見込みのある施設
の設置は概ね完了した。（15箇所）

○農業水利施設を活用した小水力発電の設置は
概ね完了したことから、これまでに設置した
発電施設の維持管理の実態等の把握・分析を
する必要がある。

○中山間地域の活性化に向け指導的な役割を果た
す“ふるさと・水と土指導員”を育成し、都市住
 との交流活動等を 援した｡（17人(2016年
)→24人(2019年)）

○今後、ふるさと・水と土指導員の高齢化による
交流活動への影響が懸念されるため、後継者の
育成が必要である。

○野生鳥獣による農作物等への被害の防止に向け、
鳥獣被害対策実施隊等の捕獲リーダーを313名
(2020年)育成するとともに、侵入防止柵の設置
や捕獲経費の補助などに取り組んだ。

○国や県の鳥獣被害対策関連事業の実施により、
年変動はあるものの、イノシシ等鳥獣による農
作物被害は減少傾向（約4.5億(2019年)）にあ
り、もっとも被害額の大きかった2006年と比
較して35％減となっている。

○鳥獣被害は減少傾向にあるものの依然として高
い水準。また、ここ数年は鳥害による被害が獣
害を上回っており、鳥害対策が急務となってい
る。

○地域の特徴的な農林水産物や風景・自然、伝統
文化などを“農山漁村の地域資源”として登録
（724資源(2020年)）し、Webページで公開し
た。また、“食と花の街道”を15認定し、あわせ
てPRした。

○地域資源やモデルルートの掘り起こしを引き続
き進めるとともに、情報への県 のアクセスが
増すような発信方法を検討する必要がある。

○都市農業振興基本法に基づき、愛知県都市農業
振興計画を策定（2017年）した。また、地方計
画の策定を各市町村に促し、これまでに名古屋
市、北名古屋市及び安城市が計画を策定した。

○地方計画を策定していない市町村も多いことか
ら、地方計画の作成メリットを説明する等して
推進する必要がある。

「食と緑の基本計画2020」の取組成果と課題の整理
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【あ⾏】

あいち木づかいプラン
県産⽊材の利用促進を図るため、⽊造・

⽊質化の推進、⽊材用途の拡⼤、⽊材利用
の普及啓発、県産⽊材利用技術の開発にお
ける県の取組を具体的なアクションプラン
としてとりまとめ、毎年度策定しているも
の。

愛知県交流居住センター
短期滞在を含めたさまざまな田舎暮らし

を交流居住と位置づけ、交流居住を希望す
る都市住⺠と受⼊山間地域とのマッチング
システムとして、県や市町村、⼤学、⺠間
企業などが発起人となって2008年４⽉に
設⽴した組織。

愛知県都市農業振興基本計画
本県の都市と農業がバランスよく発展し、

都市農業が持つ多様な機能が発揮されるこ
とで、その豊かさを農業者と都市住⺠がと
もに享受し、未来へつなぐことを目的とし
て策定する計画。

愛知県林業労働⼒確保⽀援センター
「林業労働⼒の確保の促進に関する法

律」に基づき知事が指定するもので、本県
では、公益財団法人愛知県林業振興基⾦が
指定を受け、就業相談や労働者の資質向上
のための研修などの事業を⾏っている。

愛知県食育推進会議
「食育基本法」に基づき、「愛知県食育

推進計画」の作成及びその実施を推進する
ために県が条例により設置している会議。

愛知県知事を会⻑として、学識経験者、
教育関係者、保育・社会福祉関係者、医
療・保健関係者、農林⽔産業関係者、食品
関連事業・企業関係者、消費者団体関係者、
公募県⺠などにより構成されている。

愛知県棚田地域振興計画
棚田を核とした棚田地域の振興を図るた

め、棚田地域振興法に基づき、県の地方創
⽣・農林業・観光・⽂化・環境などの棚田
地域振興施策や、今後の推進体制及び指定
申請の方法などを規定した計画。

愛知県緑化基本計画
自然環境の保全及び緑化の推進に関する

条例を踏まえ、県が取り組む緑化関係施策
を総合的に推進するための計画。

愛知産ジビエ
愛知県内で食材として捕獲され、県内の

食品営業許可を受けた処理場で処理された
イノシシとニホンジカのこと。

あいちのICT林業活性化構想
航空レーザ計測で把握する⾼度な森林資

源情報や、森林・林業・⽊材産業における
ICT（情報通信技術）の活用方法について、
有識者の意⾒を聴きながら、調査、検討を
⾏い策定した構想。

あいちの五つ星林業経営体認定制度
「意欲と能⼒のある林業経営体」に登録

された林業経営体の中から、林業技術や安
全対策、労働条件に関する5つの認定基準
を満たした者を認定する制度。

あいちの伝統野菜
現在の愛知県の野菜づくりの礎となった

個性豊かな野菜のうち、「50年前には栽
培されていた」、「地名、人名がついてい
るなど愛知県に由来する」などの基準を満
たす35品種を選定したもの。

《用語の解説》
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愛知を食べる学校給食の日
地場産物や地域に伝わる郷⼟料理、⾏事

食などの良さを⼦供たちや保護者に広く知
ってもらうために、地元産や県内産の食材
を学校給食に使用する取組。全ての公⽴⼩
中学校・義務教育学校と、県⽴及び市⽴の
定時制⾼等学校や特別支援学校で、年3回
実施している。

浅場（あさば）
陸域から栄養分が供給され、太陽光が十

分に届くため、海草・藻類や魚類などさま
ざまな⽣物の⽣育に適している浅い海のこ
と。干潟と同様に⽣物の営みにより海⽔を
浄化する機能がある。⽔深等の明確な定義
はないが、本県では、干潟に続く概ね⽔深
5mまでの⽔域を浅場としている。

新しい生活様式
新型コロナウイルスの感染拡⼤を防ぐた

めに、飛沫感染や接触感染などへの対策と
して国が実践を呼び掛けている⾏動のこと。
⾝体的距離の確保、マスクの着用、⼿洗い
や「３密」の回避などが実践例として⽰さ
れている。

いいともあいちネットワーク
「いいともあいち運動」に取り組む県内

外の様々な機関・団体・業界などが相互の
情報交換・交流や取組の連携を図る“緩や
かな連帯”のこと。

いいともあいち運動の趣旨に賛同する事
業者・団体などであれば誰でも会員登録で
きる。

インバウンド
インバウンドツーリズムの略。外国人の

訪日旅⾏。また、訪日旅⾏客のこと。

栄養塩
植物プランクトンや海藻などが成⻑のた

めに取り込む無機塩類の総称。硝酸塩、亜
硝酸塩やリン酸塩などがある。

エリートツリー
地域の人⼯造林地において、最も成⻑が

優れた⽊として選抜された「精英樹」のう
ち、優良なもの同⼠を人⼯交配によりかけ
合わせ、その中からさらに優れた個体を選
んだもの。初期成⻑の早さが特徴で、材質
や通直性にも優れる。

援農
農家ではない人が、農作業の⼿助けをす

ること。都市部の住⺠が短期間で、摘果や
収穫などの作業を補助する活動などが該当
する。

【か⾏】

貝毒
二枚貝類が毒素を持つ特定のプランクト

ンを⼤量に摂食することにより毒性を持つ
現象のこと。毒素を持つプランクトンは⽔
温の上がりはじめる3⽉ごろから5⽉ごろ
の期間に増殖することが多いため、本県で
は、冬の終わりから海⽔中のプランクトン
や貝の検査を⾏い、安全を確かめている。

価格安定制度
野菜や畜産物の⽣産・出荷の安定を図り、

農業の健全な発展と国⺠の消費⽣活の安定
に役⽴てるために、価格の暴落等があった
場合に、国、県及び⽣産者などが事前に積
み⽴てた資⾦を⽣産者に補給⾦として交付
する制度。

家族農業の10年
国際連合が、2017年の国連総会におい

て、2019年 2028年を国連「家族農業の
10年」として定め、加盟国及び関係機関
などに対し、食料安全保障確保と貧困・飢
餓撲滅に⼤きな役割を果たしている家族農
業に係る施策の推進・知⾒の共有などを求
めたもの。

用語の解説
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花粉の発生が少ないスギ(少花粉スギ)
花粉の⽣産量が⼀般のスギと⽐べて１％

以下と極めて少ない特性を持つスギ品種の
こと。本県には、「東加茂2号」、「東加
茂5号」の2品種がある。

環境保全型農業
農業の持つ物質循環機能を活かし、⽣産

性との調和等に留意しつつ、⼟づくり等を
通じて化学肥料や農薬の使用などによる環
境負荷の軽減に配慮して取り組む持続的な
農業のこと。

間伐
⽴⽊の成⻑に伴い混み合った森林を健全

な状態に導くために⾏う抜き切り作業のこ
と。主伐までの間の中間収⼊を得るために
も⾏われ、⽴⽊の成⻑を促すとともに森林
の持つ多面的機能を⾼めるための重要な作
業である。

基幹経営体
経営規模等から、他産業と⽐べて遜色な

い所得（年間農業所得概ね800万円）を確
保しうる農業経営体のこと。

漁業就業者確保育成センター
漁業就業希望者からの相談等の対応を⾏

う拠点。愛知県⽔産試験場に設置。

魚礁（ぎょしょう）
魚類が繁殖したり、すみかとしたりする

ために海中等に設置される人⼯物のこと。

グリーンツーリズム
緑豊かな農山漁村で、自然、⽂化、人々

との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。
都会の人々が、農山漁村を訪れ、休日を過
ごしたり、農作業や特産物づくりの体験を
したり、その地域に伝わる⽂化などにふれ
たりして、自然の中で田舎ならではの貴重
な体験をすることができる。受⼊側の農山
漁村においても地域の活性化等の効果が期
待されている。

経営所得安定対策
担い⼿農家の経営安定のため、諸外国と

の⽣産条件の格差により不利がある⻨や⼤
⾖などの農産物に対する交付⾦や、農業者
の拠出を前提とした農業経営のセーフティ
ネット。飼料用⽶・⻨・⼤⾖などの本作化
を進め⽔田のフル活用を図る交付⾦からな
る対策。

荒廃農地
現に耕作されておらず、耕作の放棄によ

り荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が
客観的に不可能となっている農地。

高収益作物
主食用⽶と⽐べて面積当たりの収益性が

⾼い作物をいい、野菜、花き・花⽊及び果
樹などが該当する。

高性能林業機械
チェーンソーや刈払機などの機械に⽐べ

て、作業の効率性や⾝体への負担軽減など
の点で性能が著しく⾼い⼤型の林業機械の
こと。本県では主に「スイングヤーダ」
（伐採した⽊を林内から引き出す機械）、
「プロセッサ」（伐採した⽊の枝を落とし、
必要な⻑さの丸太に切る機械）、「フォワ
ーダ」（丸太をトラックまで運ぶ機械）が
利用されている。

口蹄疫（こうていえき）
牛、豚、ヤギ、シカなどの偶蹄類の動物

（偶数のひづめをもつ動物）が感染する伝
染病で、感染すると⼝の中や鼻、蹄に⽔ぶ
くれや潰瘍を起こし、発育不良になるなど、
畜産業に甚⼤な経済的被害を及ぼす。死亡
率は低いが伝染⼒が極めて強く、ひとたび
発⽣すると⼤流⾏を引き起こし、防疫が極
めて困難になることから、最も警戒が必要
な家畜伝染病の⼀つとされている。
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高病原性鳥インフルエンザ
⿃類に感染するインフルエンザを⿃イン

フルエンザと呼び、中でも家きん（鶏やウ
ズラなど）に強い病原性を⽰すものを⾼病
原性⿃インフルエンザという。発⽣すると
家きん産業に甚⼤な経済的被害を及ぼすこ
とから、最も警戒が必要な家畜伝染病の⼀
つとされている。

【さ⾏】

⾥⼭林
集落近くに存在している森林の総称。か

つては、薪炭用⽊材の採取や山菜取り、肥
料用の落葉の採取など、地域住⺠の⽣活と
密接に結びついていた。

⼭地災害危険地マップ
山腹崩壊危険地区や崩壊⼟砂流出危険地

区など、山地災害のおそれのある危険な区
域をまとめたマップのこと。

産地直売施設
地域の農家や農業協同組合などが設置し

た地場産の農林⽔産物等を販売する施設の
こと。

実需者
⽣産者から⽣産物（⽶、⻨、⼤⾖、野菜

など）を購⼊・販売する加⼯事業者、流通
販売事業者のこと。具体的には、精⽶事業
者、製粉事業者、炊飯事業者、製麺事業者、
⾖腐・納⾖製造事業者、⽶穀販売店、麺類
食堂、カット野菜等食品加⼯業者、外食事
業者などを指す。

指定管理鳥獣捕獲等事業
⿃獣保護管理法に基づき、環境⼤⾂が定

めた⿃獣（指定管理⿃獣）について、都道
府県又は国が捕獲等をする事業。

市⺠農園
都市住⺠のレクリエーション、⾼齢者の

⽣きがいづくり、児童・⽣徒の体験学習な
どのために、⼩面積の農地を利用して野菜
や花を育てるための農園のこと。自治体、
農協､農家､企業､ NPOなどが開設できる。

収去検査
食品衛⽣法または食品表⽰法に基づき、

食品営業施設に食品衛⽣監視員が⽴ち⼊り、
試験検査のため必要な限度において検体
（食品、食品添加物、容器包装など）を無
償で採取する⾏為を収去といい、収去した
食品等の検査をすること。

種畜
繁殖用家畜のこと。体型、能⼒、⾎統な

ど後代に優れた形質を伝える優良な家畜を
選抜する。本県では愛知県畜産総合センタ
ーにおいて、種畜の供給を⾏っている。

飼養衛生管理基準
家畜伝染病予防法に定められた家畜の所

有者が守る衛⽣管理の基準。

食育推進ボランティア
県⺠が自らの「食」について考え、情報

を正しく理解して望ましい食⽣活を実践し
ていくことができるように、食⽣活や栄養
の改善、親⼦料理教室や農林漁業体験活動
など県内各地域で「食育」の推進活動を自
主的に⾏う県登録のボランティアのこと。

食と花の街道
県産の農林⽔産物を活用し、食や花をテ

ーマとして、地域活性化と観光需要の拡⼤
に向けた活動を⾏う地域を認定したもの。

森林経営管理制度
森林経営管理法に基づき、適切な経営管

理が⾏われていない森林の経営管理を林業
経営者に集積・集約化するとともに、それ
ができない森林の経営管理を市町村が⾏う
ことができる制度。

用語の解説
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森林計画制度
森林の持つ多面的機能を持続的に発揮さ

せるため、森林法に基づき、伐採、植林、
保育などの森林の整備と保全に関して、国、
県、市町村、森林所有者などの各段階で計
画を作成、実⾏する制度。

スーパー・メガリージョン
人⼝減少下にある我が国において、リニ

ア中央新幹線による対流の活発化及びそれ
による新たな価値の創造を図り、我が国全
体の持続的な成⻑につなげていくコアとな
るもの。

生態系ネットワーク
⼟地利用の転換や開発などによって分断

され、孤⽴した自然を保全・再⽣してつな
げ、⽣態系が回復した状態にすること。本
県では、⽣態系ネットワークの形成を、
「あいち⽣物多様性戦略2020」の⾏動計
画の第⼀の柱に位置付け、県内各地で⽣態
系ネットワーク協議会の設⽴・支援に取り
組んでいる。

制度資⾦
法律や条令に基づいて、その政策目的を

遂⾏するために、国や地方公共団体が財政
から資⾦を融通したり、⺠間⾦融機関の融
資に対して利⼦の補給を⾏うことにより、
有利な条件で融資を⾏う制度のこと。

生物多様性
⽣きものたちの豊かな個性とつながりの

こと。地球上には、様々な自然の中に
3,000万種とも言われる多様な個性を持つ
⽣きものがいて、互いにつながりあい、支
えあって⽣きており、私たち人間もその⼀
員として⽣かされている。⽣物多様性条約
では、⽣物多様性をすべての⽣きものの間
に違いがあることと定義し、「⽣態系」
「種」「遺伝⼦」という３つのレベルの多
様性があるとしている。

センダン
日本に自⽣する落葉⾼⽊で、成⻑が⾮常

に速い。建築用造作材や家具、楽器などの
素材として用いられている。近年、成⻑の
早さが着目され、林業では造林樹種として
の活用が期待されている。

【た⾏】

第三者継承
企業等が、その事業を社外の第三者に継

承すること。農業においては主に親族以外
の第三者に経営を継承することを指す。

第70回全国植樹祭
全国植樹祭は、国⼟緑化運動の中心的な

⾏事として、天皇皇后両陛下の御臨席のも
と、1950年以来毎年開催されている。

本県では、第70回⼤会を2019年６⽉２
日に、愛知県森林公園（尾張旭市、名古屋
市）等において開催した。
【開催理念】

私たちは、｢⽊材の利用｣を山村と都市を
つなぐ架け橋とし、健全で活⼒のある｢森
林づくり｣と「都市づくり」を進めていき
ます。

ため池ハザードマップ
万が⼀ため池が決壊したときの被害想定

区域や避難場所などが表⽰されたマップの
こと。下流に住宅や公共施設などが存在す
るため池を対象に、市町村等が作成する。

多面的機能
県⼟や自然環境の保全、⽔源のかん養、

洪⽔の防⽌などの森林、農地、海及び川が
有する農林⽔産物の供給以外の多面にわた
る機能のこと。森林、農地、海及び川で農
林⽔産業が適切に営まれることにより維持
される。
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畜産クラスター
畜産農家をはじめ、地域の関係事業者が

連携・結集し地域ぐるみで⾼収益型の畜産
を実現するための体制のこと。国は畜産ク
ラスターの構築を全国的に推進している。

治⼭施設
林地の崩壊により人命や財産などに危害

を及ぼすおそれがある場所等において、荒
廃した渓流の浸食や⼟砂の流出を防⽌した
り、山腹斜面を安定させるために設置する
施設。

知的財産
発明、考案、植物の新品種、意匠、著作

物などの人間の創造的活動により⽣み出さ
れるものや、商標、商号その他事業活動に
有用な技術上の情報などのこと。その権利
は特許法や種苗法をはじめとするさまざま
な法律で保護されている。

着地型観光
観光客の受⼊先である地域側が企画し、

現地集合・現地解散で実施される観光プロ
グラムのこと。企画側が地域のことを熟知
している分、特色ある内容になることが期
待される。

中⼭間地域
国の農林統計で用いる農業地域類型区分

において、山間農業地域と中間農業地域を
併せた区域をいう。

地理的表⽰保護制度
特定農林⽔産物等の名称の保護に関する

法律に基づき、地域で育まれた伝統と特性
を有する農林⽔産物食品のうち、品質等の
特性が産地と結び付いており、その結び付
きを特定できるような名称（地理的表⽰）
が付されているものについて、その地理的
表⽰を知的財産として保護する制度。

鳥獣被害対策実施隊
⿃獣被害防⽌特措法に基づき、市町村が

策定する被害防⽌計画に基づく捕獲や侵⼊
防⽌柵の設置などといった⿃獣被害対策の
実践的活動を担う組織のこと。

東海三県⼀市グリーン購入キャンペーン
購⼊する前に必要性をよく考え不必要な

物は購⼊しない、物を購⼊する際は環境に
配慮して作られた商品やごみの排出量の少
ない商品を積極的に選んで購⼊するといっ
た「グリーン購⼊」の普及と定着を図るた
め、東海三県⼀市の⾏政、企業などが連携、
協働して消費者に働きかけるキャンペーン
のこと。

特定家畜伝染病
家畜伝染病のうち、特に総合的に発⽣の

予防及びまん延防⽌のための措置を講ずる
必要があるものとして農林⽔産⼤⾂が指定
した伝染病のこと。⼝蹄疫、BSE（牛海綿
状脳症）、豚熱及び⾼病原性⿃インフルエ
ンザなどが指定されている。

⼟地改良区
⼟地改良法に基づき設⽴される農業者の

組織。農業⽔利施設等の新設、変更、農地
の整備などの⼯事や整備された施設の管理
を⾏っている。

【な⾏】

中食（なかしょく）
レストラン等へ出かけて食事をする外食

と、家庭内で⼿作り料理を食べる「内食
（ないしょく）」の中間にあって、市販の
弁当やそう菜など、家庭外で調理・加⼯さ
れた食品を家庭や職場・学校・屋外などで
そのまま食べることや、そのまま（調理加
熱することなく）食事として食べられる状
態に調理された日持ちのしない食品の総称。
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南海トラフ地震
太平洋沖の南海トラフ（静岡県の駿河湾

から九州東方沖まで続く深さ4,000メート
ル級の海底の溝）沿いの広い震源域で連動
して発⽣すると想定されているマグニチュ
ード９級の巨⼤地震のこと。

日本型食生活
⽶を中心に⽔産物、畜産物、野菜など多

様な副食から構成され、栄養バランスに優
れたわが国独自の食⽣活のこと。1980年
ごろまで広く実践されていた。

農起業⽀援センター
就農希望者に対する就農相談や就農後の

⽣産技術指導などの支援を⾏う拠点。県内
８か所の農業改良普及課に設置。

農業委員会
市町村に設置される⾏政委員会の⼀つ。

市町村⻑が任命する農業委員による合議体
で、農地の権利移動の許認可や農地転用へ
の意⾒など、農地に関する事務を⾏う。農
地利用最適化推進委員を委嘱し、遊休農地
の発⽣防⽌・解消など農地利用の最適化も
推進。

農業振興地域整備計画
農業振興地域の整備に関する法律に基づ

き、知事の指定した農業振興地域の区域内
にある市町村が、優良な農地を確保・保全
するとともに、農業振興のための各種施策
を計画的かつ集中的に実施するために定め
る総合的な計画。

農業大学校
農業後継者や農業の担い⼿などに対して

農業に関する教育及び研修を⾏うために県
が岡崎市内に設置している教育研修施設。

農業⽤ため池
かんがい用⽔の確保のため、山裾などに

築堤した人⼯の池のこと。⼤きな河川が少
ない半島部や丘陵地帯に多くあり、今なお
貴重な⽔源として地域を潤している。県内
には2,073か所（貯⽔量はナゴヤドーム
29杯分に相当）あり、その内、決壊した
場合に人家等に甚⼤な被害が及ぶおそれの
ある「防災重点農業用ため池」が1,144か
所余りある。

農業⽤排⽔機場
農地や農作物のたん⽔被害、周辺住宅等

の浸⽔被害を防⽌するために、雨⽔等を強
制的に河川や海などに排⽔するポンプ場の
こと。県内には400か所余りあり、自然排
⽔できないゼロメートル地帯では、県⺠の
命や財産を守る重要な施設となっている。

農商工連携
農林⽔産業者と商⼯業者がそれぞれの経

営資源を持ち寄り、新商品や新サービスの
開発などに取り組むこと。2008年には農
商⼯等連携促進法（中⼩企業者と農林漁業
者との連携による事業活動の促進に関する
法律（2008年法律第38号）)が施⾏され、
取組を支援する法的な枠組みが整備された。

農地中間管理事業
⾼齢化等の理由で耕作できない農地を農

地中間管理機構が借り受け、担い⼿へ貸し
付ける事業。農地中間管理事業の推進に関
する法律に基づき実施されている。

農地の集積・集約化
農地の集積とは、農作業を効率化し⽣産

コストを下げるため、地域で中心になる意
欲的な農家（担い⼿）に農地を集めること
であり、農地の集約化とは、複数の場所に
分散している農地を、⼀連の農作業の実施
に支障が出ないように、面としてまとまっ
た形に集めること。
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農地の大区画化・汎⽤化
農地の集積・集約化、⽣産コストの削減

を促進するため、農地の区画整理や畦畔除
去により、標準的な30a(3,000㎡)から１
ha(10,000㎡)程度へと区画を⼤きくした
り、⽔田に⻨・⼤⾖・野菜などの畑作物を
導⼊できるよう排⽔改良を⾏うこと。

農薬管理指導⼠
農薬の取り扱いや安全性の確保に関して

専⾨的な知識を有する指導者のこと。農薬
の販売者やゴルフ場における農薬使用者な
どに対し、県が専⾨研修を⾏い、⼀定⽔準
以上の者を認定する。

農林⽔産業国際競争⼒強化センター
農林⽔産物等の輸出促進の検討や海外に

おける商談会等への出展支援など、輸出に
関する総合的な窓⼝として食育消費流通課
に設置。

【は⾏】

花育
花や緑に親しみ育てる機会を通じて、や

さしさや美しさを感じる気持ちを育むこと。

バリューチェーン
事業者の様々な活動が、製品等の最終的

な付加価値にどのように貢献しているのか
を分析する⼿法。例えば、農林⽔産業にお
いては、農林⽔産物の⽣産から製造・加⼯、
流通、消費に⾄る各段階の付加価値を繋ぐ
こと。

干潟
干潮時に沿岸域に現れる砂や泥がたまっ

た場所のこと。多くの⽣物の産卵、⽣育の
場であるとともに、貴重な漁場である。ま
た、多種多様な⽣物の活動により海⽔が浄
化されるという機能がある。

人・農地プラン
集落・地域の関係者が徹底的な話し合い

を⾏い、今後の中心となる経営体はどこか、
そこへどうやって農地を集積するか、中心
経営体以外を含めた地域農業のあり方をど
うしていくかといったことを明確にしたプ
ラン。

ふるさと・⽔と⼟指導員
中山間地域において、農地や⼟地改良施

設の持つ多面的機能の良好な発揮と地域住
⺠活動の活性化を図るために都市との交流
活動等を企画・指導する地域のリーダーの
こと。

保安林
森林の持つ公益的な機能を発揮させるた

めに、伐採や開発に制限を加える森林のこ
と。農林⽔産⼤⾂または都道府県知事が森
林法に基づいて指定する。

【ま⾏】

マーケット・イン
市場や購買者という買い⼿の⽴場に⽴っ

て、買い⼿が必要とするものを提供してい
こうとする考え方。逆に提供側からの発想
で物やサービスを⽣産・販売することを
「プロダクト・アウト」と言う。

【や⾏】

有機農業
化学的に合成された肥料及び農薬を使用

しないこと並びに遺伝⼦組換え技術を利用
しないことを基本として、農業⽣産に由来
する環境への負荷をできる限り低減した⽣
産方法を用いて⾏われる農業。
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優良な種⼦・種苗
園芸作物の中でも栄養繁殖性作物の⽣産

振興を図るため、⾼度な無病性を確保した
種苗のこと。本県では、農業総合試験場か
ら基核苗の配付を受け、(公社)愛知県園芸
振興基⾦協会が優良種苗を⽣産し、各産地
に供給している。

【ら⾏】

リスクコミュニケーション
社会を取り巻くさまざまなリスクに関す

る情報や意⾒を、⾏政、専⾨家、企業、消
費者などの関係者の間で相互に交換し、相
互理解を深めること。

６次産業化
農林⽔産物や農山漁村に存在する⼟地、

⽔などの資源を有効に活用して、農林漁業
（⼀次産業）と、製造業（二次産業）、
⼩売業等（三次産業）との総合的かつ⼀体
的な推進を図り、農山漁村の豊かな地域資
源を活用して新たな付加価値を⽣み出す取
組のこと。

路網（ろもう）
森林内にある公道、林道、森林作業道な

どの総称。森林整備や⽊材⽣産を⾏うため
に継続的に用いられる道のこと。

【A Z】

GAP（Good Agricultural Practice）
農業において、食品安全、環境保全、労

働安全などの持続可能性を確保するための
⽣産⼯程管理の取組のこと。農業者や産地
が取り⼊れることにより、結果として持続
可能性の確保、競争⼒の強化、品質の向上、
農業経営の改善や効率化に資するとともに、
消費者や実需者の信頼の確保が期待される。

GPセンター
「Grading＆Packingセンター」の略で、

卵の選別と包装を⾏う施設のこと。

HACCP(Hazard Analysis and Critical
Control Point）

食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物
混⼊などの危害要因（ハザード）を把握し
た上で、原材料の⼊荷から製品の出荷に⾄
る全⼯程の中で、それらの危害要因を除去
又は低減させるために特に重要な⼯程を管
理し、製品の安全性を確保しようとする衛
⽣管理の⼿法のこと。

ICT (Information and
Communication Technology）
情報通信技術と訳され、主に、パソコン、

携帯電話、スマートフォン等、フィールド
センサー(センサーを用いたほ場の環境測
定機器)､監視カメラなどの機器並びにソフ
トウェア及びアプリケーションなどの総称。

IoT(Internet of Things)
"モノのインターネット"のこと。インタ

ーネットに接続されていなかったモノが、
ネットワークを通じてサーバーやクラウド
と接続して相互に情報交換をする仕組み。
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IPM（Integrated Pest 
Management）

安定した農業⽣産を実現するため、病害
⾍を適切に防除するとともに、人の健康へ
のリスクと環境への負荷を軽減するための
概念として国際的に提唱されたもの。病害
⾍の発⽣予察情報に基づく適時・適切な防
除の推進、⽣物農薬や選択性の⾼い化学農
薬の利用などの⼿法を適切に組み合わせ、
農業者と消費者の双方にメリットのある取
組として位置付けられている。

JAS構造材
JAS規格を受けた構造材のこと。寸法、

材質、強度性能などの品質、また⼤きさや
形状の規定が明確化されているため、⽊材
の特性に「安心」「信頼」が付与され、住
宅等を問わず様々な場面での使用が進めら
れている。

SDGs未来都市
SDGsの達成に向けた優れた取組を進め

る地方公共団体を国が選定したもの。

Society5.0
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル

空間（現実空間）を⾼度に融合させたシス
テムにより、経済発展と社会的課題の解決
を両⽴する、人間中心の社会（Society）。
狩 猟 社 会 （ Society 1.0 ） 、 農 耕 社 会
（ Society 2.0 ） 、 ⼯ 業 社 会 （ Society
3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、
新たな社会として国の「第５期科学技術基
本計画」で提唱された。
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安全で良質な食料その他の農林水産物が
確保されること、また、自然災害から守ら
れ、緑と水に恵まれた環境の中で生活でき

暮らしの基本である。
県土に降った雨は、森林と農地によって

蓄えられ、やがて川を巡り、更に都市で利
用されて、海へ流れる。その過程において、
豊かな農林水産物が育てられ、
が支えられてきた。

また、森林及び農地は、木材や農産物の
生産活動を通じて、県土の保全や水源のか
ん養などの機能を発揮し、自然災害から私
たちを守り、海及び川とともに、緑と水の
豊かな環境を作り出してきた。

安全で良質な食料その他の農林水産物を
確保するには、これらの農林水産物を生産
する者が主体的な役割を果たすとともに、
農林水産物を消費し、又は利用する者にも、
消費の改善と有効利用等により積極的な役
割を果たしていくことが期待されている。

また、森林、農地、海及び川が有する多
面にわたる機能からは、
く利益を受けており、私たちは、それぞれ
の役割をもって、これらの機能を守ってい
く必要がある。

私たちは、同じ県土において生活する者
として、このような認識を共有し、将来に
わたり、安全で良質な食料その他の農林水
産物が確保され、また、森林等の有する多
面的機能が発揮されることにより安全で良
好な生活環境が確保された食と緑が支える

、都市
と農山漁村とが調和した愛知の持続的な発
展に資するため、ここにこの条例を制定す
る。

（目的）
第一条 この条例は、
の豊かな暮らしづくりについて、基本理念
を定め、 、食料等
を生産する者等の役割を明らかにするとと
もに、
づくりに関する施策の基本となる事項を定
めることにより、
かな暮らしづくりを推進し、
安全で安心できる豊かな暮らしの実現に寄
与することを目的とする。

（定義）
第二条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一 食料等 食料（食用に供する農林水

産物をいう。）その他の農林水産物を
いう。

二 森林等の有する多面的機能 県土の
保全、水源のかん養、自然環境の保全、
良好な景観の形成、地球温暖化の防止
等の森林、農地、海及び川が有する食
料等の供給の機能以外の多面にわたる
機能をいう。

（基本理念）
第三条

しづくりは、次に掲げる事項が推進され
ることを基本理念として行われなければ
ならない。
一 将来にわたって安全で良質な食料等

の安定的な供給が確保され、かつ、そ
の適切な消費及び利用が行われること。

二 将来にわたって森林等の有する多面
的機能が適切かつ十分に発揮されるこ

食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例 平成十六年三⽉二十六日
愛 知 県 条 例 第 三 号
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境が確保されること。

（県の責務）
第四条 県は、前条の基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、食と緑

する総合的な施策を策定し、及び実施す
る責務を有する。

２
産する者及び食料等の生産活動に関する
団体と連携を図りながら協力して、食と

推進に取り組むものとする。

第五条
林等の有する多面的機能に関する理解を
深めるとともに、食料等の消費の改善及
び有効利用並びに県内産の食料等の消費
及び利用を進めること等により、基本理
念の実現に積極的な役割を果たすととも

豊かな暮らしづくりに関する施策に協力
するよう努めるものとする。

（食料等を生産する者等の役割）
第六条 食料等を生産する者及び食料等の

生産活動に関する団体は、食料等の生産
活動及びこれに関連する活動を行うに当
たっては、基本理念の実現に主体的に取
り組むとともに、県が実施する食と緑が

る施策に協力するよう努めるものとする。

（基本計画）

第七条
かな暮らしづくりに関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、食と緑が

る基本的な計画（以下「基本計画」とい
う。）を定めなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。
一

づくりに関する目標及び施策について
の基本的な方針

二 前号に掲げるもののほか、食と緑が

する施策を総合的かつ計画的に推進す
るために必要な事項

３ 知事は、基本計画を定めるに当たって

とができるよう必要な措置を講ずるもの
とする。

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。

５ 前二項の規定は、基本計画の変更につ
いて準用する。

（都市と農山漁村の交流等）
第八条 県は、食料等の生産活動及び森林

心と理解を深めるとともに、健康的でゆ

市と農山漁村との間の交流の促進、食料
等の生産活動及び森林等の有する多面的
機能に関する情報の提供及び教育の充実
その他必要な施策を講ずるものとする。

２ 県は、食料等の消費の改善及び有効利
用に資するため、食料等の消費及び利用
に関する知識の普及その他必要な施策を

食と緑が支える県⺠の豊かな暮らしづくり条例
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講ずるものとする。

第九条
者の組織する団体が自発的に行う食料等
の消費の改善及び有効利用に資する活動
並びに森林及び農地の管理に資する活動、
海及び川の水質浄化に資する活動その他
の森林、農地、海及び川の適正な保全に
資する活動が促進されるよう、情報の提
供その他必要な施策を講ずるものとする。

（安全で良質な食料等の持続的な生産の
確保等）

第十条 県は、安全で良質な食料等の持続
的な生産を確保するため、食料等の安全
性の確保及び品質の改善に資する技術の
開発及び普及、食料等を生産する者の経
営管理能力の向上、食料等の生産基盤の
整備の推進、新たに食料等の生産活動を
開始しようとする者に対する生産技術及
び経営方法の習得の促進その他必要な施
策を講ずるものとする。

２ 県は、安全で良質な食料等の安定的な
供給の確保に資するため、県内産の食料
等の県内外における消費及び利用の促進、
食料等の流通体制の整備その他必要な施
策を講ずるものとする。

（森林、農地及び漁場の適正な保全）
第十一条 県は、森林及び農地の適正な保

全を図るため、林地又は農地として利用
すべき土地の林業上又は農業上の利用の
確保、自然災害の防止及び環境との調和
に配慮した森林及び農地の整備の推進そ
の他必要な施策を講ずるものとする。

２ 県は、漁場の適正な保全を図るため、
海及び川の水質の保全、水産動植物の生
育環境の改善の推進その他必要な施策を
講ずるものとする。

（農山漁村における定住の促進）
第十二条 県は、安全で良質な食料等の安

定的な供給の確保及び森林等の有する多
面的機能の適切かつ十分な発揮に資する
ため、農山漁村における就業機会の増大、
農山漁村の生活環境の整備その他の農山
漁村における定住の促進に必要な施策を
講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成十六年四月一日から施
行する。
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食と緑の基本計画推進会議設置要領
（目的）

第１

となった取り組みを進めるため、「食と緑の基本計画推進会議」（以下、「推進会議」と
いう｡）を設置する。

（所掌事項）
第２ 推進会議は、次の事項について協議する。

(1) 県が実施する施策に関すること
(2) 
(3) その他基本計画を推進するために必要な事項

（構成員）
第３ 推進会議は15

(1) 学識経験者
(2) 
(3) 消費者の代表
(4) 
(5) 農林漁業者の代表又は農林水産業関係団体の職員
(6) 行政・教育機関の職員

第４
２
３

（会議）
第５
２

（事務局）
第６ 推進会議の事務局は、農業水産局農政部農政課内に置く。

（その他）
第７ この要領に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

附 則
この要領は、平成17年７月11日から施行する。
この要領は、平成18年４月１日から施行する。
この要領は、平成31年４月１日から施行する。

「食と緑の基本計画推進会議」設置要領・構成員名簿

「食と緑の基本計画推進会議」設置要領・構成員名簿
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氏 名 所 属 ・ 職 名 等

加藤 勇二 愛知県農業協同組合中央会 代表理事理事⻑

加藤與志和 愛知県農業経営⼠協会 副会⻑

杉山 範⼦ 国⽴⼤学法人 名古屋⼤学⼤学院環境学研究科
持続的共発展教育研究センター 特任准教授

鈴⽊ 才将 公益財団法人 愛知県農業振興基⾦ 理事⻑

⽵下 伸二 愛知県⼟地改良事業団体連合会 事務局⻑

○ 徳田 博美 国⽴⼤学法人 名古屋⼤学⼤学院⽣命農学研究科
植物⽣産科学専攻 教授

灘波 猛 トヨタ自動⾞株式会社
アグリバイオ事業部 農業支援室 主査

平岩 映⼦ ⼀宮市⽴⽊曽川東⼩学校 校⻑

前田 徹 愛知県森林組合連合会 代表理事専務

山内 祐⼦ 愛知県農村⽣活アドバイザー協会 会⻑

吉田 典⼦ 愛知消費者協会 会⻑

吉野 隆⼦ オーガニックファーマーズ名古屋 代表

和出 隆治 愛知県漁業協同組合連合会 代表理事常務

（敬称略・五十⾳順）
食と緑の基本計画推進会議 構成員名簿（2020年度）

○ 座⻑

参考資料

84





 県内の消費者と生産者が

今まで以上にいい友関係になる

 Eat more Aichi products

（イート モア アイチ プロダクツ）

もっと愛知県産品を食べよう
（利用しよう）

・・・

食と緑の基本計画 2 0 2 5
 食と緑が支える豊かな｢あいち｣をめざして 

2020年12月
愛知県農業水産局農政部農政課

〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

電話 052-954-6391（ダイヤルイン）
Web https://www.pref.aichi.jp/nousei/
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